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平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １ 

要  望  内  容 回     答 

 

■行財政改革 

１．技能労務職の新規採用の凍結 

  行政改革の流れに逆行する技能労務職の新規採用は

行わないこと。 

 

 

 

 

○ 技能労務職業務については，その必要性や業務執行体制，効果等をゼロベースで

検証し，原則として，民間委託又は廃止することとしておりますが，ごみ収集業務

及び道路河川等の維持管理業務については，公衆衛生や都市機能の維持の根幹に関

わることから，必要最小限の体制を直轄業務として維持すべきであると判断してお

ります。この２業務の今後の方向性については，市会の御意見を十分に伺ったうえ

で，検討を行ってまいります。 

 

○ また，技能労務職の採用については，「技能労務職への職員の採用の再開に関す

る決議」（平成２４年３月２７日決議）を重く受け止め，しっかりと検証を行い，

市会に報告してまいります。 

  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２ 

要  望  内  容 回     答 

 

２．二重行政の総点検の実施 

   府市は，二重行政の打破に向け，「府市行政協働パ

ネル」を設置し，二重行政の検証を進め，動物愛護施

設などにおいて成果を上げている。しかし，消防学校

などの施設のみならず，排出権取引制度などの事業に

おいて二重行政が複数生じている。平成１４年度に実

施した「京都府・京都市の協調による効率的な行政を

進めるための研究会」を参考としながら，例外なく全

ての事業や施設において，二重行政の総点検を早急に

実施すること。 

 

 

○ 京都府とは，平成１４年度に設置した「京都府・京都市の協調による効率的な行

政を進めるための研究会」において，類似施設・事業について洗い出しを行い，総

合観光案内所の共同設置やスポーツ施設の予約システム一元化など，ハード・ソフ

ト両面にわたり改善を図ってきました。 

 

○ その後も，平成２０年度に「府市行政協働パネル」を設置し，地球温暖化対策条

例の共同条例化や鴨川放置自転車撤去の一元化など，府市協調は大きく前進しまし

た。 

 

○ 今後，法令等により府市の役割分担が明確に分かれているものも含め，全庁的な

点検を行い，市民目線で役割分担や連携策を検討し，一層の効率的・効果的な行政

の運営を図ってまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３ 

要  望  内  容 回     答 

 

３．事業分類の徹底 

  京都市の全事業を例外なく分類し，廃止すべき事業

や，民間で代用が可能な事業はすべて廃止し，民間に

委託できる事業はすべて民間委託，嘱託・アルバイ

ト・ボランティアで可能な事業はすべて市職員から変

更すること。 

 

 

○ 本市においては，事務事業評価を実施し，行政として実施すべき事業であるか，

最適な事業実施主体は何かなど，公民の役割分担や事務事業の成果について点検

し，事務事業評価委員会による第三者評価における意見も踏まえ，事務事業の見直

し等を進めております。 

 

○ また，これまでからも，増大する行政需要等に的確かつ円滑に対応するため，一

般職員との適切な役割分担を踏まえながら，非常勤嘱託員等の任用等を行っており

ます。 

 

○ 今後とも，高品質で満足度の高い市民サービスの提供及び効率的な事務事業の執

行に努めてまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４ 

要  望  内  容 回     答 

 

４．実務レベルでの業務整理の実施 

道路占用業務と違反広告指導業務は実務レベルでは類

似業務であるが，別々の部署で対応している。効率的

な運用の観点から，業務統合を行うか，道路占用係の

業務を屋外広告物指導へ業務委託を行うなど作業を集

約し無駄を省くこと。また，同様の事例が他にも庁内

にないか，再点検を実施すること。 

 

 

○ 道路占用業務と違反広告物指導業務については，それぞれの許可基準が異なるこ

と，また，指導対象に異なるものが多数あることなどから，業務統合を行うことは

困難です。しかしながら，双方の業務で指導対象となる物件については，事前に情

報交換を行い，併せて指導を行うなど，効率的，効果的な業務遂行に努めてまいり

ます。 

 

○ また，その他の業務についても，これまでから類似業務の統合や執行体制の見直

しを進めてまいりましたが，引き続き，簡素で効率的な組織体制の整備に取り組ん

でまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５ 

要  望  内  容 回     答 

 

５．イベント・式典ガイドラインの作成 

  式典・イベントにおいて全体として効率化が図られ

ているとはまだまだ言い難い。廃止や統合も含め，抜

本的な見直しを求める。また，ノウハウの共有を図る

ためにもガイドラインの作成や，政策目的を最も効率

的に遂行するための開催基準作成を求める。事務事業

評価の基準も適正化に向け，更なる取り組みを進める

こと。 

 

 

○ 式典・イベントについては，各事業の目的がそれぞれ異なっているため，事業ご

とに目標の達成度などを検証する方法が有効だと考えており，本市では，式典・イ

ベントも含めた事業を対象に毎年度，事務事業評価を実施し，その評価結果をいか

した予算編成を通じて事業の見直し・再構築を行っています。 

 

○ また，予算の執行段階においても，各局区等において，消耗品，委託の見直しや

他団体との共催・連携による経費節減などの取組を行っています。 

 

○ 加えて，こうした経費節減の取組内容を，他の局区等においても参考にして，今

後の予算編成，執行に活用できるよう，全庁で情報を共有する取組も行っていま

す。 

 

○ 今後もこれらの取組を徹底し，最小の費用で最大の効果を得られるよう努めてま

いります。 

 

○ 事務事業評価制度における評価指標の設定については，指標の選択の理由，目標

値設定に係る考え方を明らかにし，また，事務事業評価委員会や事務事業サポータ

ーによる点検及び助言を行い，毎年度，評価指標の見直しを進めております。 

  今後とも，事務事業を所管する各局と事務事業評価制度を統括する行財政局が連

携しながら，評価の信頼性を高める取組を進めてまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６ 

要  望  内  容 回     答 

 

６．職員の評価制度導入 

  職員に対する貢献目標の設定，管理職に対する成績

主義が導入されたことは大きな前進である。これらの

効果検証を踏まえ，全職員に対しても目標管理の給与

反映を進めていくこと。 

 

 

 

○ 平成２２年度から，全職員を対象とした新たな人事評価制度を実施するととも

に，課長級以上の職員については，平成２４年度から，当該人事評価の結果を活用

し，給与に反映させる制度を実施しているところであり，課長補佐級以下の職員に

ついても，給与に反映させる制度を，平成２５年度から導入してまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７ 

要  望  内  容 回     答 

 

７．職務怠慢職員の分限免職の実施 

  分限処分における効果をしっかり発揮できるよう，

懲戒基準に満たない職員の処分に留まることなく，職

務怠慢職員の分限免職の実施を促進させ，不祥事を発

生させない職場環境の構築に努めること。 

 

 

○ 地方公務員法においては，公務の能率の維持及びその適正な運営の確保のため， 

勤務実績が良くない職員及びその職に必要な適格性を欠く職員に対して，分限処分 

として免職及び降任を行うことができるとされております。 

  本市においても，これらの職員に対する分限処分の基準，手続等に関し必要な事

項を「京都市職員の分限処分の基準等に関する要綱」に定めており，これを厳格に

運用し，公務の能率の維持及びその適正な運営の確保に努めてまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１８年１０月 「京都市職員の分限免職の基準等に関する要綱」制定 

 平成２４年１０月 「京都市職員の分限免職の基準等に関する要綱」の対象職員 

          について「勤務実績が良くない場合」を追加する旨の要綱改正 

          （要綱の名称を「京都市職員の分限処分の基準等に関する要 

          綱」と改正） 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８ 

要  望  内  容 回     答 

 

８．人件費の抑制 

  人件費抑制は，極めて重要であり，事業分類の徹底

を軸に職員数の削減を進めることに加えて，手当てや

給与表の見直しを検討し，総額抑制に努めること。定

員については，部門別計画を掲げ鋭意取り組まれてい

るが，技能労務職の委託が５０％に留っていることや

地下鉄の駅職員の定員見直しなど，縮小を検討できる

部分が多分に見受けられる。再度検証し，より一層の

縮減に努めること。尚，給与の一律カットは就業意欲

を低下させる一因となることから安易に実施しないこ

と。 

 

 

○ 職員数の適正化については，市民の安心・安全な生活を支え，将来にわたり必要

な施策・事業を実施できるよう，持続可能かつ機動的な財政運営を確立するため，

「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画に掲げる部門別定員管理計画に基づき，

今後も着実に進めてまいります。 

 

○ 部門別定員管理計画は，行政部門ごとにメリハリをつけ，都市特性を踏まえて職

員を配置するなど，全国で最も効率的な執行体制の確立を目指しており，計画に掲

げる項目以外についても，業務の委託化，集約化及び効率化や組織の再編等を検討

し，職員数の適正化を推進してまいります。 

 

○ 職員の給与については，地方公務員法の趣旨に則り，社会一般の情勢に適応する

ように，これまでから国，他の地方公共団体及び市内民間企業の給与との均衡を考

慮して，適宜見直しを行っております。 

 

○ 一律の給与カットは，職員のモチベーションに大きな影響を及ぼすことから，あ

くまで緊急的な措置として認識しており，抜本的な行財政の改革を推進することに

より，給与カットのような特別の財源対策に依存しない持続可能な財政運営の確立

に努めてまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 ■直近５年間の職員数適正化状況（対前年度削減数） 

  平成２０年度 １５，８９７人（△２５６人） 

  平成２１年度 １５，５２６人（△３７１人） 

  平成２２年度 １５，１１３人（△４１３人） 

  平成２３年度 １４，０４５人（△４０４人）  

  平成２４年度 １３，７０２人（△３４３人） 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８ 

要  望  内  容 回     答 

  ※ 昭和５５年度の約２万人（ピーク時）から約６，４００人の削減を達成。 

  ※ 平成２３年度の対前年度削減数については，市立病院の独立行政法人化（△

６６４人）を除いたもの。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９ 

要  望  内  容 回     答 

 

９．水道・交通局のＯＢ組織への業務委託の改善 

  京都市上下水道サービス協会および交通局協力会へ

の業務委託は，低賃金で技術を持っている労働力を利

用できるという高齢者雇用の観点で評価できる点もあ

るが，市民から公務員厚遇というような疑義が生じな

いよう，委託業務の見直しと競争入札の導入を進める

こと。 

 

 

○ 社団法人京都市交通局協力会へは，交通局ＯＢ職員の有するノウハウを活用する

ことにより，低コストでお客様サービスの向上を図れるなど，交通事業の運営にと

ってメリットは大きく，随意契約により業務を委託してきました。一方，契約のあ

り方については，市民目線から見て不適切だと捉えられることがないよう，競争入

札の導入を進めるなど，これまでから見直しを図るとともに，直営化による委託業

務の大幅な削減にも取り組んできました。今後とも，協力会への委託業務の一つ一

つについて，内容の精査を行い，引き続き，競争入札の導入推進等の見直しに努め

てまいります。 

 

○ 京都市上下水道サービス協会への委託業務は，市民の重要なライフラインである

上下水道の適切な維持管理に必要不可欠なものとして，協会が有する公共性や専門

性，信頼性の下で遂行されているところです。一方，競争入札の範囲の拡大など，

これまでも委託業務に関する見直しを継続して行っており，今後とも，委託業務の

内容の更なる精査や他の民間事業者のノウハウの蓄積，実績等の状況を見極めなが

ら，透明性の高い契約手法について検討を進めてまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０ 

要  望  内  容 回     答 

 

１０．補助金改革 

  年間４７２件，１５０億円（平成２４年度予算）に

のぼる補助金は一度交付されると既得権益化し，補助

の目的が現在の需要に適合しているかといった再検証

ができない。また，補助金の決定から支出に至るプロ

セスにおいても一定の基準がなく，支出効果の検証も

ない。サンセット方式と呼ばれる補助金の３年度毎に

事業見直しする自動廃止規定を導入，第三者機関を設

置し，プロセスを透明化させ，事後の事業評価も実施

する方式を導入すること。 

 

 

 

 

○ 本市では，これまでから，補助金の交付も含めた事業を対象に事務事業評価を実

施しており，行政の関与の妥当性や目標達成度などについての外部委員の意見を踏

まえた評価結果等に基づき，事業の見直しを行っているところです。 

 

○ また，個々の補助金の支出に当たっては，補助金等に係る予算の執行及び交付の

決定の適正化を図ること等を目的として制定した「京都市補助金等の交付等に関す

る条例」に基づき，相手方からの申請や実績報告を受け，補助金の交付の目的・効

用，補助の対象となる事業の目的・性質等を考慮したうえで交付決定や交付額の決

定を行っております。さらに，毎年度，補助金の交付状況を公表することで，補助

金交付の適正化や公平性・透明性の確保を図っています。 

 

○ 今後とも，これらの取組を通じ，補助金の適正な支出に努めてまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２１年１２月 「京都市補助金等の交付等に関する条例」制定 

 平成２２年 ９月 平成２１年度決算に係る補助金等の交付状況を公表 

 平成２３年 ９月 平成２２年度決算に係る補助金等の交付状況を公表 

 平成２４年 ９月 平成２３年度決算に係る補助金等の交付状況を公表 

 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１ 

要  望  内  容 回     答 

 

１１．外郭団体の経営監督の強化 

  京都市の出資団体の利益および内部留保は京都市の

財産である。外郭団体の利益が最大化されるように，

外郭団体の経営監督を強化すること。また，外郭団体

の経営監督は自己出資を考慮した実質的な出資割合に

応じて実施すること。 

 

 

○ 本市では，これまでから，外郭団体について，公共性及び公益性の高い業務を行

っていること，経営状況によっては本市財政への影響が及ぶことなどを考慮し，事

業や経営に必要な関与を行ってまいりました。 

  今後とも，出資状況や事業展開，経営状態等を踏まえ，適切な指導・監督を行っ

てまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２３年度 債務超過団体が債務超過を解消 

              ※この結果，債務超過を抱える本市外郭団体はなくなった。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２ 

要  望  内  容 回     答 

 

１２．市有財産の有効利用の推進 

市有地財産の有効利用にはすでに各所で取り組みが実

施されているが，京都市が購入したものの塩漬け化し

ている用地などは現在も残っている。短期賃借，市所

有の空地の貸し出し，広告資源として活用できる施

設・物品など，市民の皆さんに負担をかけない収入増

加に向け，ありとあらゆる方策を検討し，思い切った

取組みを進めること。 

 

 

○ 本市では，｢はばたけ未来へ！ 京プラン｣実施計画を踏まえ，平成２４年６月に

策定した｢京都市資産有効活用基本方針｣に基づき，市有資産の有効活用を積極的に

推進しているところです。 

現在，同方針に基づく「資産の総点検」に取り組み，更なる有効活用が可能な資

産の掘り起こしを進めておりますが，こうした資産については，売却だけでなく，

貸付けや，広告媒体としての活用など，あらゆる方策により有効活用を進めてまい

ります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・保有資産のより一層の有効活用 ２８，１４５千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２１年度 公募による庁舎等への自動販売機等の設置を開始 

 平成２４年度 資産の有効活用における「市民等提案制度」の創設・運用開始 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３ 

要  望  内  容 回     答 

 

１３．広告収入の向上 

  ロームのネーミングライツなど盛んに取り組んでい

る広告収入増加策だが，京都市には広告資源となりう

るものがまだまだ多数存在する。引き続き様々な手法

を取り入れ，税負担に頼らない収入確保へ取り組むこ

と。 

 

 

○ 本市では，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画において，「ネーミングラ

イツなど一層の広告料収入の確保」を具体的な取組事項として掲げており，自主財

源の拡充強化に努めているところです。 

  この取組の一環として，平成２４年７月に，市民や事業者等の自由な発想に基づ

く提案を常時受け付ける｢京都市ネーミングライツ市民等提案制度｣の運用を開始し

ており，積極的にネーミングライツ事業の拡大を図っております。 

  今後とも，広告収入をはじめとする財源確保の取組を進めてまいります。  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １４ 

要  望  内  容 回     答 

 

１４．法定外新税の導入の検討 

法定外新税は，地方分権の大きな一手と言われて久し

い。平成１６年の税制調査会でもその効果を示唆してい

る。しかし，未だ導入には至っていない。受益者負担の

観点を重視しつつ環境目的税や観光目的税など包括的に

京都市独自の新税の検討を進めること。 

 

 

○ 新税については，現在，「環境モデル都市」の取組の中で，森林等保全施策のた

めの「森林環境税」について，本市と同様に導入を検討している京都府とも必要な

協議を行い，推進すべき施策や財源の在り方について検討していますが，今後と

も，厳しい財政状況の下，本市に必要な施策を着実に進めていくための政策誘導や

財源確保の重要な選択肢の一つとして，新税の活用も含めた検討を引き続き進めて

まいります。 

  

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １５ 

要  望  内  容 回     答 

 

１５．市税徴収率の向上・徴収力の強化 

公平公正な税負担は税の基本であるが，市税徴収率は

現在９７．２％であり，２.８％の滞納が生じている。

「滞納強化月間だけ土日実施」の戸別訪問も常時実施

する為に，職員の勤務体制を組み替え，悪質な滞納者

に対して，監視強化，延滞利息，差押さえの強化，市

民サービスの制限等様々な取り組みにより毅然とした

徴収体制を確立し，公平公正な税負担を実現するこ

と。 

 

 

 

○ 公平公正な税負担を実現するためには，国税徴収法に基づいた滞納処分等により 

公平性を実現していくことが必要であり，本市においては徴収率の向上，市税債権

確保のため，副市長を本部長とし財政担当局長及び全区長・担当区長を構成メンバ

ーとする常設の「京都市滞納市税等対策本部」を設け，計画的・組織的な取組を行

っているところです。 

 

○ 具体的には滞納案件については早期段階で差押え等の滞納処分を積極的に行うこ

ととしており（平成２３年度差押執行数９，４３６人），机上の調査で差押えがで

きる財産が発見できない場合など，催告と実態調査を目的として必要に応じて個別

訪問を実施しています。 

 

○ 特に昼間連絡をとれない滞納者に対して，滞納整理強化期間において集中的に夜

間・休日の催告や実態調査を行うなど，組織的に滞納整理事務を行っています。 

 

○ 以上の取組により，本市においては他の指定都市に比べ高い徴収率（平成２３年

度９７．２％，同年度他の指定都市平均９５．９％）を確保していますが，今後と

も，より効率的かつ効果的な滞納整理を実施してまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成 ６年度 市税徴収率 ９１．９％ 

平成 ７年度 副市長を本部長として「京都市滞納市税特別対策本部」を設置 

        （平成１６年度に「京都市滞納市税等特別対策本部」に改組） 

平成１９年度 市税徴収率 ９７．２％ 

平成２０年度 市税徴収率 ９７．２％ 

平成２１年度 市税徴収率 ９７．０％ 

平成２２年度 市税徴収率 ９７．０％ 

平成２３年度 市税徴収率 ９７．２％ 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １５ 

要  望  内  容 回     答 

平成２４年度 「京都市滞納市税等特別対策本部」を「京都市滞納市税等対策本

部」に改組し，常設の組織とした。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １６ 

要  望  内  容 回     答 

 

１６．徴収窓口の一元化・専門化 

  市民税や固定資産税といった税金から水道料金，介

護保険料，市営住宅の家賃など様々な徴収業務を一元

化することで，人員削減はもちろんのこと，職員の専

門化，債権情報の共有化も図れ，様々な集金システム

（職員のフレックス勤務・電話催告システムなど）の

導入が可能になる。また，市税滞納されている方はそ

れ以外の納付も滞っている場合が大半である。そのた

め，徴収窓口の一元化・専門化，債権情報の共有化を

推進すること。 

 

 

○ 本市では，債権回収の取組を一層推進していくために，弁護士等の活用などによ

り，効果的かつ効率的な債権回収の推進に取り組んでいるところです。  

  その取組の一つとして，債権情報の共有化については，平成２４年７月に通知を

発出し，本市自ら滞納処分できる債権間における一層の財産情報の活用の推進を図

ったところです。 

  徴収窓口の一元化・専門化については，費用対効果等の検証を行いつつ，引き続

き，検討してまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・効果的かつ効率的な債権回収 ８，５００千円 

  

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １７ 

要  望  内  容 回     答 

 

１７．固定資産税の減免措置の見直しについて 

  朝鮮総連関連施設の固定資産税課税免除取り消し訴

訟の判決において京都市が敗訴したことを踏まえ，同

施設については課税対象に切り替えられているが，民

団関連施設など他にも減免の妥当性が欠如していると

思われる施設がある。再点検をし，市民が納得できる

税制の構築に努めること。 

 

 

 

 

 

○ 固定資産税の軽減措置の見直しについては，時間の経過や社会経済情勢の変化に

伴い，使用用途が変化したものや制度そのものの意義が希薄化したものなどもあ

り，これまでに診療関係施設や一部の公益法人関係施設などに係る軽減措置を廃止

するなど厳正な点検，見直しを行ってきたところです。今後，朝鮮総連関連施設に

係る判決を踏まえ民団関連施設についても，引き続き厳正な点検を行い，必要な見

直しを行ってまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１４年度 本市税制研究会による固定資産税の軽減措置の見直し提言 

 平成１６年度 診療用家屋等に係る軽減措置の廃止  （約４億８，０００万円） 

 平成１７年度 京都府・市の関係団体に係る軽減措置の廃止 

                         （３件， 約９００万円） 

 平成１８年度～平成２３年度 

        公益法人関係施設等に係る軽減措置の廃止 

                        （１０件，約２，３００万円） 

 平成２４年度 朝鮮総連関連施設に係る軽減措置適用の見直し 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １８ 

要  望  内  容 回     答 

 

１８．窓口サービスの向上 

  職員の勤務体制を抜本的に見直し，コストをかける

ことなく，窓口業務の時間延長および土日の通年開庁

を実施すること。合わせて，インターネットの活用や

機械化を促進し合理化と共に利便性の向上に取り組む

こと。また，窓口サービスにおいては多くの改善が図

られているが，未だに苦情の声が少なくない。全庁統

一の苦情窓口を設置し，さらに統一窓口で得た苦情を

人事考課へ反映すること。 

 

 

 

 

○ 窓口職場では，昼の時間帯における窓口の開庁等を実施しており，その際には， 

職員の勤務時間について，変則勤務体制に変更するなどの対応を行っているところ

です。今後も引き続き，市民ニーズ等を踏まえて，検討してまいります。 

 

○ 区役所・支所では，平成１９年４月から，勤務時間の弾力的な活用を行いながら

開庁時間延長を実施しましたが，利用実績が低調であったため，市政総合アンケー

トの結果も踏まえ，平成２２年３月から，開庁時間延長に替えて，住民異動届のニ

ーズが高い３月下旬から４月上旬までの日曜日における臨時開所を実施していま

す。 

  なお，ニーズの高い証明書発行については，ターミナル証明書発行コーナーにお

ける土日開所を通年で実施しています。 

 

○ また，各区ホームページにおいて申請書ダウンロードサービスを行うとともに，

税務事務や戸籍事務をはじめとした各業務の電算化を推進しております。 

特に戸籍事務については，戸籍等をコンピュータで処理及び管理する「戸籍電算

システム」を導入することとして，平成２４年度からグループ単位で毎年段階的に

データ化作業に着手しており，平成２５年度の右京区の運用開始，平成２８年度末

の全区完了に向けて事業を推進しているところです。 

 

○ さらに，平成２５年度早期の全区運用を目指して，ＩＴ活用によるシステムを導

入することにより，来庁される市民の方に大きなニーズがある「手続漏れの防

止」，「申請書を記入する負担の軽減」を図って窓口サービスの向上に努めること

としており，引き続き，市民の利便性向上及び業務効率化に取り組んでまいりま

す。 

 

 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １８ 

要  望  内  容 回     答 

○ 窓口サービスの質向上については，これまでから，市民感覚の徹底と改革に向け

協働する職場づくりに向けた「全庁“きょうかん”実践運動」等に取り組んでお

り，また，人事評価において，市民への説明や応対など，窓口サービス向上の視点

を導入しております。 

 

○ 今後も，市民ニーズや社会情勢に応じたより良い窓口サービスのあり方につい

て，適宜検討するとともに，市民にこれまで以上に満足いただけるような一層の窓

口サービスの向上に向けた取組を進めてまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 《窓口サービスに係る利便性向上等の取組》 

 平成１５年 ７月 申請書ダウンロードサービスの開始 

      １０月 ターミナル証明書発行コーナーの土曜開所の実施（通年） 

 平成１９年 ４月 開庁時間延長を試行実施 

（毎月第１・第３木曜，午後７時まで） 

 平成２０年 ８月 市政総合アンケートを実施（区役所における窓口サービス） 

 平成２２年 ３月 開庁時間延長の取扱いを廃止し，住民異動届が多い３月，４ 

          月の日曜臨時開所を実施 

       ４月 ターミナル証明書発行コーナーの日曜開所の実施（通年） 

 

 《窓口サービスの質向上の取組》 

  平成２０年度～ 全庁“きょうかん”実践運動の取組の開始 

        ＜主な取組＞ 

 ・窓口サービス評価・実践制度（隔年で実施） 

 ・職場探見チーム 

 ・市民応対アドバイザー 

 ・きょうかんプロジェクト 

         ・ハートミーティング 

  平成２２年度  全職員への人事評価制度の導入（試行実施，平成２３年度から 

          制度実施） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １９ 

要  望  内  容 回     答 

 

１９．市営住宅の新規着工のストップ 

市営住宅は今後，国交省が決めた建替え基準となる建

築後３５年を迎える。同時に，京都市の空き家は増加

の一途であり，将来住宅供給過剰時代を迎える。これ

らを勘案すると，改修工事はともかく建て替え等の新

規着工を行うべきでない。これらを踏まえ今後の計画

を策定されたい。 

 

 

○「京都市住宅マスタープラン」においては，公営住宅の管理戸数は現状程度に留め 

 ることとしています。 

  また，市営住宅を長く有効に活用するため，「京都市市営住宅ストック総合活用 

 計画」に基づき，市営住宅の建替えは老朽化の著しい住宅を対象として最小限に抑 

 え，改善よりも効率的に行える場合に限って実施するとともに，既存住棟の適切な 

 維持管理と改善を進めてまいります。 

 

（平成２４年度２月補正予算額） 

 ・市営住宅ストック総合改善事業   ５８７，６８７千円 

 ・市営住宅管理運営       １，４２８，０００千円 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・市営住宅ストック総合改善事業   ６６１，７９０千円 

 ・市営住宅管理運営       ４，２１５，６７２千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 ・改善 

  平成２４年 ５月 鈴塚市営住宅建替え，エレベーター設置実施設計着手 

           西野山市営住宅耐震診断概略補強設計，エレベーター設置 

           基本設計着手（概略補強設計は１０月に完了） 

        ６月 向島市営住宅耐震改修，スロープ設置工事着手 

       １０月 大受市営住宅耐震改修，スロープ設置実施設計着手 

・計画修繕 

 平成２４年度   向島市営住宅１街区外壁改修，洛西南福西市営住宅排水管 

          改修ほか 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２０ 

要  望  内  容 回     答 

 

２０．借地についての再検討 

  京都市が民間より借り受けている借地が多々ある

が，船岡山公園のように異常に賃料が高止まりし，必

要性と妥当性が問われるような物件がある。京都市の

借り受けている物件を再検討し，取捨選択を行い，賃

料については適正化に努めること。 

 

 

○ 本市の借受物件については，その必要性について，慎重な判断のうえ選定してお

りますが，本市の財政状況や市場状況等を勘案し，引き続き，その必要性を精査す

るとともに，借受先と粘り強く交渉すること等により，借受料の更なる適正化に努

めてまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２１ 

要  望  内  容 回     答 

 

２１．地域優良賃貸のあり方の検討 

地域優良賃貸は，既に一時代の役割を終え，事業の清

算が迫られつつある事業であるが，債務保証や家賃保

証など引き続きの課題を抱えており，今まで同様のあ

り方ではなく，有効に利用される様に取り組むこと。 

 

 

 

○ 地域優良賃貸住宅（一般型）（旧特定優良賃貸住宅）は，若年世代を中心とした

中堅ファミリー層の市内居住及び居住水準の向上に一定の役割を果たしてきていま

す。 

  平成１７年度以降，新規の供給は行っておらず，家賃保証及び家賃補助の期間

（２０年間）は，平成３６年度までに順次満了しますが，オーナーの皆様とも協力

して，その後においても，良質な賃貸住宅ストックとして，有効に活用されるよう

努めてまいります。 

  また，法人契約（入居者の雇用主を含む三者契約）による社宅等への活用を検討

するなど，空き家の解消に取り組んでいきます。 

 

（平成２５年度予算額） 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業（旧特優賃） ９３０，４４１千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１７年４月 市独自補助「みやこフラット」導入 

 平成２１年４月 入居者負担額の見直し 

         （平成２４年１２月現在 １３３団地２,７７１戸を供給） 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２２ 

要  望  内  容 回     答 

 

■産業振興 

２２．文化首都実現向けて 

  京都を文化首都として明確に定義づけ，日本の良さ

を世界へ発信するＭＩＣＥ事業の充実や都市景観の維

持，文化財，文化施設の拠点整備など，京都創生を国

家事業として予算措置を講ずる等の特別法を制定する

ことを国に要望すること。あわせて，双京構想の早期

実現に向け取り組みを進めること。 

 

 

 

○ 京都の景観，伝統，文化を守り，育て，発信する京都創生を実現するためには，

制度的，財政的な特別措置が不可欠です。京都創生懇談会から本市に提出された

「国家戦略としての京都創生の提言」（平成１５年６月）に特別措置法制定の提案

が盛り込まれ，それを受けて本市が策定した「歴史都市・京都創生策」（平成１６

年１０月），「歴史都市・京都創生策Ⅱ」（平成１８年１１月）にも，特別措置法

の必要性や盛り込むべき内容を明記し，「日本の京都」研究会など，あらゆる機会

を通じ，国に対して積極的に提案・要望を行ってきました。 

 

○ また，毎年度の国の予算編成に当たっても，京都市の現状・課題を踏まえ，「国

家戦略としての京都創生」の取組を推進し，「世界の文化首都・京都」への飛躍に

向けた提案・要望を行っています。 

 

○ 特別措置法制定の実現が難しい中，これまでの国への働き掛けにより，本市の提

案・要望内容を盛り込んだ景観法や歴史まちづくり法が制定されるとともに，京町

家まちづくりファンドの創設や二条城の建造物及び障壁画の保存修理，清水地域の

防災水利整備，文化庁関西元気文化圏推進・連携支援室の設置期限の延長と機能充

実，１１月１日を「古典の日」とする古典の日に関する法律の制定等，京都の歴史

的景観の保全・再生や文化財の保存・継承の取組等に大きな成果をもたらし，本市

が提案・要望した内容は着実に実現しています。 

 

○ 平成２５年１月には，「国の予算・施策に関する緊急提案・要望」において，

「国家戦略としての京都創生の推進」を重点項目とし，提案・要望を行ったところ

であり，今後とも，景観資産の保全・再生，かけがえのない歴史的・文化的資産の

保存・継承や国際観光の振興等，「国家戦略としての京都創生」の実現に向けて，

国家予算等に関する提案・要望等を通じ，時機に応じた必要な国への働き掛けを積

極的に行ってまいります。 

（次ページに続く）  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２２ 

要  望  内  容 回     答 

○ また，双京構想については，平成２５年度の国家予算等に関する提案・要望にお

いて，皇室の方々に京都にお住まいいただくことを提案するとともに，関西広域連

合やオール京都で京都の未来像を描く「京都の未来を考える懇話会」においても，

京都にも皇族の方にお住まいいただき，東京と京都が都としての機能を双方で果た

す「双京構想」を提案してまいりました。 

  平成２４年７月には，京都府知事，京都大学総長，京都市観光協会会長ととも

に，「双京構想」の実現に向け，国への要請を行ったところです。 

   

○ 今後とも，京都が日本の未来のために果たすべき役割として，強い使命感を持っ

て，「双京構想」の気運の醸成及び実現に向けて取り組んでまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・国家戦略としての京都創生の推進 ３８，５００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１５年 ６月 国の予算・施策に関する提案・要望の実施（以降毎年度実施） 

 平成１６年１０月 「歴史都市・京都創生策（案）」策定「日本の京都」研究会の

設置（以降毎年度開催） 

 平成１７年 ６月 京都創生推進フォーラム設立 

  （以降毎年度フォーラム，セミナー開催） 

 平成１８年１１月 「歴史都市・京都創生策Ⅱ」策定 

 平成２１年１２月 「国家戦略としての京都創生の提案」の作成，国等への説明 

 平成２３年 ２月 「京あるきｉｎ東京」初開催（翌年度以降，継続開催） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２３ 

要  望  内  容 回     答 

 

２３．海外観光客の５００万人構想の実現に向けての取

り組み 

  人口減に伴う国内マーケットの縮小は必定であり，

海外観光客の誘致は，京都市の観光産業の切実な課題

である。そこで，外国人観光客誘致に伴う多言語表記

や情報発信をはじめとした環境整備，富裕層のための

有名な高級国際ホテルの誘致，コンベンション誘致の

為の取り組みなど，国際観光都市としての地位を確立

させ，海外観光客５００万人を目標とし，具体的な施

策に取り組むこと。 

 

 

 

○ 本市では，外国人観光客の誘致のため，８箇国語の京都観光公式ホームページや

公式フェイスブック等において，各国・地域のニーズに応じた京都観光の魅力発信

に取り組むとともに，外国人観光客の満足度向上と不満ゼロを目指し，２４時間多

言語コールセンターや無線ＬＡＮスポット（ＫＹＯＴＯ ＷｉＦｉ）を設置するな

ど，受入環境の整備事業を積極的に展開しております。 

 

○ また，ラグジュアリー層を始め，国際会議参加者やビジネス団体客等のより一層

の誘客につながる世界的に知名度の高いホテルの誘致についても，引き続き取り組

んでまいります。 

 

○ さらに，ラグジュアリー層誘致やＭＩＣＥ戦略に係る取組については，ラグジュ

アリー層旅行市場の商談会「ＩＬＴＭ」（インターナショナル・ラグジュアリー・

トラベルマーケット）の誘致のため，平成２３年度，平成２４年度に旅行業者を対

象とした京都エクスカーション（観光資源視察）を実施したところ，京都の魅力が

高く評価され，平成２５年３月にＩＬＴＭ Ｊａｐａｎが初めて京都で開催される

ことになりました。 

同イベントに併せて市長主催の歓迎レセプションを開催し，京都の魅力を強くア

ピールすることにより，ラグジュアリー層旅行市場における京都ブランドの向上を

図ってまいります。 

 

○ 今後も引き続き，平成２４年度に体制を強化した京都文化交流コンベンションビ

ューローや観光庁等と連携しながら，ラグジュアリー層の誘致と「ＭＩＣＥ戦略」

の推進を図ってまいります。 

 

 

 

（次ページに続く）



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２３ 

要  望  内  容 回     答 

（平成２５年度予算額） 

 ・観光立国・日本 京都拠点 観光庁共同プロジェクト（ＩＬＴＭ Ｊａｐａｎ開催

支援）                     １０，８４０千円 

 ・京都市ＭＩＣＥ戦略推進のための公益財団法人京都文化交流コンベンションビュ

ーローの体制強化                ２０，０００千円 

 ・京都らしいＭＩＣＥ開催支援            ７，０００千円 

 ・京都らしいＭＩＣＥ開催誘致のためのマーケティング戦略の策定 

                          １０，０００千円【新規】 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２１年度 「京都市ＭＩＣＥ戦略」策定 

 平成２３年度 ＩＬＴＭ Ａｓｉａ初のエクスカーションを観光庁と共同で実施 

        「京都らしいＭＩＣＥ開催支援制度」創設 

 平成２４年度 民間から優秀な人材を登用するなど，公益財団法人京都文化交流コ 

       ンベンションビューローの体制を強化 

       京都のみならず北海道・香川・福岡・沖縄でもエクスカーションを 

実施 

ＩＬＴＭ Ｊａｐａｎを京都で開催（平成２５年３月開催予定） 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２４ 

要  望  内  容 回     答 

 

２４．高齢者の労働市場開拓に向けて 

  高齢者が働き続けられる環境をつくることは，高齢

者のみならず社会にとって有益である。緊急雇用創出

事業も本年度で終了することもあり，高齢者の多種多

様な能力や就労ニーズにあった幅広い就労の選択肢が

確保できるように，シニア起業の支援や雇用先の開拓

などの労働市場の環境整備を促進すること。 

 

 

○ 現下の厳しい雇用情勢に対応するため，平成２０年度から国の緊急雇用創出事業

臨時特例交付金などを財源とした切れ目のない予算編成を行い，介護・福祉，観

光，産業振興，農林，教育など，幅広い分野において，総額約７８億円，２７７の

事業に取り組み，約７，４００人の雇用創出を図ってきております。事業の求人募

集に当たっては，ハローワーク等を通じて，中高年齢者，学卒未就職者等，幅広い

採用に配慮するよう関係局等へ周知しております。 

  さらに，本市では，緊急雇用創出事業の実施延長や財源の積み増しを，国へ要望

してまいりましたが，平成２４年１１月に，国において財源の積み増しが決定さ

れ，引き続き平成２５年度まで事業を実施できることとなりました。 

 

○ また，「中小企業創業・経営支援事業」において，京都商工会議所による創業支

援セミナーを開催するなど，高齢者を含む幅広い方々の起業を支援しております。 

 

○ さらに，高齢者の生きがいづくり及び社会参加の推進のため，高齢者がこれまで

家庭，地域，職場の各分野で長年にわたり培ってきた知識，経験や技術等を充分に

生かせるよう，自らの希望や能力に応じて，臨時的・短期的な就業機会を提供して

いる公益社団法人京都市シルバー人材センターに対する支援を行っており，今後

も，更なる事業拡大に向けた支援を続けてまいります。 

 

○ 今後とも，これらの事業の実施を通じて，高齢者の多様な就労機会の確保に努め

るとともに，雇用・労働行政を担う国，京都府との連携を図りながら，時宜に応じ

た雇用対策を進め，労働市場の環境整備を促進してまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・緊急雇用創出事業（雇用対策事業特別会計） １，０６０，０００千円 

・中小企業創業・経営支援事業           １１，０１２千円 

・シルバー人材センター運営補助等         ７４，８２２千円 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２５ 

要  望  内  容 回     答 

 

２５．「儲かる街 京都」に向けた支援体制の構築 

  国内屈指の「ものづくりの街京都」の発展には，事

業者の保護ではなく，事業者の自立に向けた支援が必

須である。その点，京もの国内・海外市場開拓事業，

きらめきチャレンジ事業は販路拡大に一定の効果があ

ると期待される。しかし，特に海外への販路拡大は規

模が小さく，継続的な取り組みをしっかり行われた

い。また，海外でのアンテナショップの常設など更な

る予算化を進めること。 

 

 

○ 本市では，「未来創造型企業支援プロジェクト」や「中小企業パワーアッププロ

ジェクト」において，Ａランク認定企業やオスカー認定企業を発掘し，研究開発補

助金や新市場・事業可能性調査事業等の支援を行うことにより，優れた技術を持つ

ものづくり中小企業の育成に取り組んでおります。 

 

○ また，伝統産業の分野においては，平成２４年度から「京もの国内市場開拓事

業」及び「京もの海外市場開拓事業」を開始したところですが，平成２５年度にお

いては，京都商工会議所をはじめとする関係機関や商業者，関連業界との更なる連

携を強化しながら，国内はもとより海外での販路開拓につながる取組を積極的に実

施してまいります。 

 

○ アンテナショップの設置を含む海外への販路開拓支援については，「中小企業海

外展開支援事業」において今後の支援策を検討する中で，京都企業の意見等を十分

に踏まえ，そのニーズにあった取組を進めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・未来創造型企業支援プロジェクト  ２９，３７７千円 

 ・中小企業パワーアッププロジェクト ４５，５２６千円 

・京もの国内市場開拓事業      １０，０００千円 

 ・中小企業海外展開支援事業     ３６，０００千円【充実】 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２６ 

要  望  内  容 回     答 

 

■福祉 

２６．生活保護費不正受給の撲滅 

  生活保護の不正受給対策については，専任弁護士の

設置や，専門の支援員の配置などの取り組みがなされ

ている。今後，地方自治体で対応し得るあらゆる措置

を講じると共に，不正受給の撲滅に向けて国へも必要

な措置を求めること。 

 

 

 

○ 生活保護制度の適正な実施に当たっては，「きめ細かな就労支援による自立に向

けた取組の推進」，「不正受給を許さず，徹底して排除するための取組の推進」，

「調査権の強化等，制度の抜本的見直しについての国への要望」の３点を柱に重点

的に取り組むこととしております。 

 

○ 不正受給対策については，平成２５年度において，府警ＯＢの採用を念頭に置い

た適正化推進支援員３名の追加採用を行うなど，より一層適切な制度運営に取り組

んでまいります。 

 

○ また，国に対しては，実施機関の権限強化や医療扶助の適正化等について，引き

続き必要な措置を求めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・生活保護適正化推進事業 ４８，５００千円【充実】  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２７ 

要  望  内  容 回     答 

 

２７．公営保育園の民営化 

  公営保育園と民営保育園の保育所運営費格差の是正

を行うべく，京都市社会福祉審議会でも指摘されてい

る通り，民間保育園への移管を順次進めていくこと。 

 

 

○ 市営保育所のあり方については，平成２３年１２月に本市に提出された京都市社

会福祉審議会「福祉施策のあり方検討専門分科会」における最終意見を踏まえて，

平成２４年５月に「市営保育所の今後のあり方に関する基本方針」を策定したとこ

ろです。この基本方針に基づき，「京都市営保育所移管先選定等委員会」における

審議を踏まえ，市営保育所としての役割と機能を明確にしつつ，民間保育園への移

管を適切に進めてまいります。 

 

○ 平成２４年度は，室町乳児保育所及び朱雀乳児保育所について，移管先候補者を

選定したところであり，平成２６年度の移管に向けて，共同保育などの取組を進め

てまいります。 

 

○ また，南区内の市営保育所については，九条保育所及び吉祥院保育所を平成２７

年度の移管対象保育所として選定しており，今後，移管先候補者の選定等を進めて

まいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２８ 

要  望  内  容 回     答 

 

２８．保育施設の機能強化と拡充 

  待機児童の解消に向けては毎年定員の増加が図ら

れ，待機児童０に向け懸命な取り組みがなされてい

る。増改築や分園の整備にも引き続き努め，延長保

育・一時保育・休日保育といった保育サービスの促進

に向け取り組むこと。 

 

 

○ 平成２５年度当初の待機児童解消に向けて，保育所の増改築や分園の整備，新設

によって待機児童対策を積極的に推進しており，平成２５年度当初は平成２４年度

当初の３９０人の定員増に続き，２０５人の定員増とする予定です。また，昼間里

親の新規開設や家庭的保育の改修に伴う定員増を行い，待機児童解消を図ってまい

ります。 

 

○ 平成２５年度当初予算においては，新たに３９５人の定員増のための保育所整備

費用を計上するとともに，延長保育を４箇所，一時保育を２箇所で新たに実施し，

引き続き地域の保育ニーズに応じた保育所整備を推進してまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・保育所整備助成          ６６１，０００千円 

 ・延長保育促進事業（民営・新規分）   ６，８００千円【新規】 

 ・延長保育促進事業（民営・既存分） ５３１，５１７千円 

 ・延長保育事業（公営・既存分）    ４５，５００千円 

 ・一時保育促進事業（民営・新規分）   ４，９００千円【新規】 

 ・一時保育促進事業（民営・既存分）  ９４，８６４千円 

 ・一時保育事業（公営・既存分）    ５２，９１９千円 

 ・休日保育事業（民営・既存分）    １０，１９４千円 

 ・休日保育事業（公営・既存分）     ３，１００千円 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ２９ 

要  望  内  容 回     答 

 

２９．昼間里親制度の充実 

  本市では多様な保育ニーズに対応し，保育所の待機

児童を解消するため，３才未満の乳児を対象に昼間里

親制度が設けられている。しかし，昭和２５年に発足

し６０年以上の長い歴史はある中で徐々に整備が進め

られてきたものの，未だにボランティアの要素が強く

認可保育としての適切な整備が追い付いていないので

はと危惧している。今後も，待機児童を解消する一つ

の手段として位置付けるためには，運営への委託料や

給食業務に関わる保障など安定した保育を保障するた

めの財源的措置も含め，昼間里親制度の充実に努める

こと。 

 

 

○ 本市独自の制度である，家庭的な雰囲気の中で保育する昼間里親制度について

は，本市の待機児童解消に一定の役割を果たすとともに，地域の身近な子育て拠点

としての役割を担っていただいております。 

 

○ 平成２４年度予算においては，国の家庭的保育事業の補助を導入し，委託料の増

額を図ったところであり，今後も引き続き，制度の充実に努めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・昼間里親委託事業 ５００，６６９千円 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３０ 

要  望  内  容 回     答 

 

３０．児童虐待ゼロに向けた取り組み 

  本年度は第二児童福祉センターが開設され，体制強

化が図られた。また，平成２３年度において，児童福

祉司及び児童心理司の増配も行われ，対応が強化され

ている。しかし，児童相談所のニーズは大変多く，今

後も未然の虐待防止や，虐待を受けた児童への十分な

ケアが求められる。そのため，児童虐待防止体制の機

能強化に向けてさらに取り組むこと。 

 

 

○ 児童福祉センターにおいては，これまでから国の基準を大きく上回る児童福祉司

の配置を行うなど，体制の強化に取り組んできているところであり，平成２４年４

月には第二児童福祉センターを開設，第二児童相談所を設置し，児童福祉センター

及び第二児童福祉センターを併せて，児童福祉司を平成２３年度の４４名から５２

名に，児童心理司を１４名から１６名に増員し，更なる対応の強化を図ったところ

です。 

 

○ 児童虐待の未然防止については，各区・支所に設置している要保護児童対策地域

協議会での代表者レベルでの情報交換に加え，定期的に区域内の全ての要保護児童

に関する情報を交換しております。さらに，個別ケースについては，関係機関で構

成する個別ケース検討会議を開催し，支援方針や役割分担について協議しており，

児童虐待の未然防止，早期発見に取り組んでおります。 

 

○ 虐待を受けた児童へのケアについては，児童福祉司や子ども虐待等ケアチームに

よる親子関係の改善指導，家族再統合指導，親子ヒーリング（癒し）ルーム事業及

び保護者カウンセリング事業等を実施しているところです。 

  今後も，児童相談所をはじめとした，児童虐待防止体制の充実・強化に取り組ん

でまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・第二児童福祉センター運営費 ５８，７０７千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１３年度 虐待防止アクティブチーム（初期対応）の設置 

        子ども虐待ＳＯＳ専用電話の開設（２４時間３６５日対応） 

 平成１６年度 子ども虐待等ケアチームの設置 

 平成１９年度 子ども虐待防止アクティブチームの増設（１→２チーム） 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３０ 

要  望  内  容 回     答 

 平成２０年度 京都市要保護児童対策地域協議会設置 

 平成２１年度 在宅支援強化のため地域班の増設（３→４班） 

        各区・支所において要保護児童対策地域協議会設置 

 平成２２年度 「第２児童福祉センター（仮称）等基本構想」策定 

 平成２３年度 子ども虐待防止アクティブチームの増設（２→３チーム） 

        在宅支援強化のため地域班の増設（４→５班） 

 平成２４年度 第二児童福祉センター開設 

 

 ○ 児童福祉センターにおける児童福祉司・児童心理司の配置数 

年度 19 20 21 22 23 24 

児童福祉司 38 39 41 41 44 52 

児童心理司 10(5) 11(5) 11(5) 12(5) 14(5) 16(6) 

                          ()内は嘱託職員の再掲 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３１ 

要  望  内  容 回     答 

 

３１．放課後児童対策の取り組みについて 

  本市では，一元化児童館の整備を進め，それと同時

に学童クラブが設置されていない学区には「放課後ほ

っと広場」を実施されるなど，細やかな取り組みがな

されている。本年１０月時点の学童クラブの待機児童

数は０であるが，潜在的なニーズは依然として高い。

そのため，引き続きサービスの維持向上に努めるこ

と。 

 

 

○ 本市では，平成２５年４月に完了する一元化児童館１３０館の整備により，地域

における児童の健全育成・子育て支援の拠点としての児童館は，山間地域を除き概

ね児童の生活圏に設置できるものと考えております。 

 

○ 一元化児童館１３０館の整備完了後の放課後児童対策については，放課後まなび

教室と学童クラブ機能を有する事業を緊密な連携の下に運営する「放課後ほっと広

場」や，地域学童クラブへの補助の実施により対応し，今後とも，きめ細やかな対

策に取り組んでまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・児童館事業・学童クラブ事業(児童館) ２，６８１，１２５千円【充実】 

 ・学童クラブ事業（学童保育所）      １２８，２０２千円【充実】 

 ・「放課後ほっと広場」事業         ３３，３６５千円 

 ・地域学童クラブ事業            ３４，０６３千円【充実】 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３２ 

要  望  内  容 回     答 

 

３２．予防医療の拡大に向けて 

  予防医療は，本年も引き続き子宮頸がん予防ワクチ

ン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種料

の全額公費負担を継続されるとともに，新たに成人用

肺炎球菌ワクチン接種・前立腺がん検診も加わるなど

さらに充実されている。今後も市民の健康の維持・管

理を後押しする意味で，持続可能な範囲での予防医療

拡大に努めること。 

 

 

○ 子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン（以下，「３

ワクチン」という）については，国の助成が平成２４年度末までであり，現在定期

接種化が検討されているところですが，平成２５年度も，無料接種を継続してまい

ります。 

 

○ また，国に対しても，引き続き，実施主体である市町村に対する必要な財政措置

を求めてまいります。 

 

○ 成人用肺炎球菌ワクチン・前立腺がん検診の一部公費負担については，平成２５

年度も継続していくとともに，より多くの方に受けていただけるよう効果的な周知

に取り組んでまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・子宮頸がん予防ワクチン接種    ５２３，５４８千円 

 ・ヒブワクチン接種         ４２０，１３３千円 

 ・小児用肺炎球菌ワクチン接種    ５５３，４３１千円 

 ・前立腺がん検診（※）        ４８，７３３千円 

  ※５０歳以上の男性を対象（２年に１回の隔年検診） 

 ・成人用肺炎球菌ワクチン接種（※）  ２２，１００千円 

  ※内部機能障害等のある７５歳以上の高齢者を対象 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２２年６月 国に対し，３ワクチンの定期接種化及び定期接種に係る十分な財 

         政措置について要望 

 平成２３年６月 国に対し，３ワクチンに係る自治体の財政負担を前提としない継 

         続的な財政措置について要望 

         国に対し，成人用肺炎球菌ワクチン等，有効性が高いと認められ 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３２ 

要  望  内  容 回     答 

         る予防接種に対する助成について要望 

 平成２４年６月 国に対し，３ワクチンに係る自治体の財政負担を前提としない継 

         続的な財政措置について要望 

         国に対し，成人用肺炎球菌ワクチン等，有効性が高いと認められ

る任意接種に対する十分な財政措置について要望  

 平成２５年１月 国に対し，３ワクチンに係る自治体の財政負担を前提としない継 

         続的な財政措置について緊急要望 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３３ 

要  望  内  容 回     答 

 

３３．救急医療の大幅拡充に向けて 

  京都市立病院における救急医療機能が拡大されたこ

とは非常に心強い。住みやすい街・選ばれる街を目指

す上で，いざというときに緊急性を伴う救急医療の確

保必須であるため，引き続き救急医療の充実に向け取

り組むこと。 

 

 

○ 本市における救急医療については，初期救急医療機関として京都市急病診療所を

設置するとともに，第二次救急として，関係団体の協力を得て京都市病院群輪番制

病院運営事業を実施しています。また，周産期救急についても，京都第一赤十字病

院を中心とする周産期医療体制が整備されております。 

 

○ 本市では，救急医療等の不採算であっても市民に不可欠な政策医療を安定的，継

続的に提供することを主な目的の一つとして，平成２３年度から地方独立行政法人

京都市立病院機構に市立病院及び市立京北病院の運営を移行しました。本市が法人

に指示する業務運営に関する目標である「中期目標」において，市立病院が提供す

るサービスとして救急医療を明確に位置付けております。 

 

○ 平成２５年３月から診療開始予定の新館においては，救命救急部門の面積を４倍

に拡張し，より多くの救急患者の受入れを可能とするなど，救急医療機能の大幅拡

充を図ることとしており，今後も，救急医療体制の充実に努めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・急病診療所等運営             ４０４，４１６千円（歯科含む） 

 ・病院群輪番制病院運営事業補助金       ６７，６７２千円 

・地方独立行政法人京都市立病院機構運営費交付金 

１，９２３，０００千円 

        （うち，救急医療に係る交付金 ４０２，２７０千円） 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３４ 

要  望  内  容 回     答 

 

３４．良質な介護サービスの実現  

  バックヤードとなる介護サービスなどの提供を行っ

ている事業者（社会福祉法人，株式会社，ＮＰＯ等）

が良質なサービスを提供し続けられるよう，経営の安

定のための施策を検討し，安心して暮らせる街京都の

実現に取り組むこと。 

 

 

○ 介護労働者の処遇改善については，平成２３年度末をもって廃止された介護職員

処遇改善交付金に替わって，平成２４年度からは，確実に介護職員の処遇改善に充

てられるよう，介護報酬において介護職員処遇改善加算が新設されております。  

  

○ 本市では，介護ニーズが高まる中，これまでから良質な介護サービスの提供に向

けて，京都市長寿すこやかセンター等において，階層別・課題別の「介護研修」や

「認知症介護実践研修」等，介護職員の質の向上に関する研修を実施し，平成２４

年度には，新たに「介護事業者における人材育成プログラム開発事業」により，介

護従事者の定着やキャリアアップに向けた取組を進めております。 

 

○ さらに，平成２５年度からは，介護事業所等の採用担当者向けに，職員採用に関

する研修事業を新たに実施し，求職者に対して，介護職場の魅力を伝える力を高め

ていき，安定的な人材確保につなげてまいります。 

 

○ 引き続き，介護職員の人材育成に努めるとともに，処遇改善及び人材確保に向け

て，京都府や他の政令市とも連携し，必要に応じて国に対して要望を行ってまいり

ます。 

 

（平成２５年度予算額） 

・福祉人材確保対策事業       ２，６００千円【新規】 

・京都市介護実習普及センター事業等 ８，６１８千円 

・個室・ユニットケア施設研修等事業 ３，０００千円 

・地域密着型サービス等研修事業   ３，０００千円 

・高齢者介護研修事業        ８，２５０千円 

・認知症介護研修等事業       ４，４９５千円 

 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３４ 

要  望  内  容 回     答 

（経過・これまでの取組等） 

 ○ 介護従事者の処遇改善を進めるとともに，経営の安定化を図るために，平成 

  ２１年４月に介護保険制度発足以来初となる介護報酬の３％アップの改定が行わ 

  れ，平成２４年４月にはさらに１．２％アップの改定が行われました。 

 

 ○ 平成２４年４月の介護報酬の改定が介護従事者の処遇改善に反映されているか 

  の検証等を行うため，国の社会保障審議会介護給付費分科会に設置された「介護 

  事業経営調査委員会」において，介護従事者処遇改善状況等調査を実施すること 

  とされております。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３５ 

要  望  内  容 回     答 

 

■都市基盤 

３５．リニア誘致に向けた取り組み 

  リニアの誘致は，京都の発展に欠かせない最重要案

件のひとつである。国際観光都市として，東京－大阪

間の移動のみならず，関空－京都間の開通も視野に入

れ，市民ぐるみでリニア誘致の機運作りに積極的に取

り組むこと。また，リニア誘致を推進する上で，「リ

ニア推進室」の新設をすること。 

 

 

 

 

○ リニア中央新幹線については，東京・大阪間を約１時間で結び，経済発展，交流

の拡大に寄与するなど，我が国の新たな国土軸を形成するものです。京都を通らな

いルートで新たな国土軸が形成されることは，京都だけでなく，観光立国を目指す

我が国にとって計り知れない損失をもたらすとの認識に立ち，京都府，京都府商工

会議所連合会等で構成する「京都府中央リニアエクスプレス推進協議会」として，

「京都駅ルート」の実現等を目指して，平成２５年１月１６日に国への要望活動を

実施したところです。 

  引き続き，実現に向けて国等に働き掛けるとともに，リニア新幹線等の新たな高

速鉄道の新設を見据えた関西国際空港へのアクセス改善についても働き掛けてまい

ります。 

  

○ また，これらの活動に当たっては，市民の盛上りが重要であり，今後も引き続き

広報啓発活動を通じて，リニア京都誘致へ向けた機運の醸成を図ってまいります。 

 

○ なお，リニアの誘致については，総合的な交通体系に係る計画や鉄道網計画の推

進と一体的に取り組んでいく必要があることから，引き続き，歩くまち京都推進室

において推進してまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・リニア中央新幹線の誘致促進 ５，０００千円【充実】 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成 ２年１月 京都府中央リニアエクスプレス推進協議会の設置 

 平成２２年７月 明日の京都の高速鉄道検討委員会の設置 

 平成２４年２月 明日の京都の高速鉄道検討委員会が「提言」を発表 

      ９月 京都府中央リニアエクスプレス推進協議会総会の開催  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３６ 

要  望  内  容 回     答 

 

３６．景観条例の見直し 

  景観条例は京都の重要な基幹政策であり，堅持しな

ければならない政策のひとつであるが，特例許可や地

区計画の変更による高さ規制の緩和が相次いでいる。

度重なる高さ規制の緩和は，制度の根幹を揺るがし，

市民の不満を高めるため，よりメリハリの利いた地区

指定の検討やデザイン基準の見直し，審査過程の透明

化と審査基準の見直しなど，市民，専門家を含め議論

を進め，景観政策の見直しに着手すること。 

 

 

○ 建築物の高さは，都市全体の景観形成や市街地環境，土地利用等に大きな影響を

及ぼすものです。そのため，新景観政策における高さの規制の見直しでは，京都の

グランドビジョンである「北部保全」，「都心再生」，「南部創造」のまちづくり

を基本に，「三山の山並みや歴史的建造物との調和を図る景観の保全・形成の観

点」，「良好な住環境の保全・整備の観点」，「商業，ものづくり，学術，文化，

医療などの都市機能の充実の観点」の３つの観点を踏まえ，それぞれの市街地の特

性に応じて建築物の高さを定めております。 

 

○ 一方，高さ規制を一律的に運用すると，都市の硬直化を招くため，弾力的に運用

することができるよう，地区計画の中の地区整備計画に，①建築物等の用途の制

限，②壁面の位置の制限，③建築物等の高さの最高限度，④建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限を定めた場合に，これらの制限に適合する建築計画は高度地

区の高さ制限を適用除外とする仕組みと，一定の要件を満たす敷地単位の建築計画

について個別に高さ基準を超えることを許容する特例許可の２つの仕組みを，当初

から新景観政策の中に組み込んでおります。 

  今後，地区計画の活用も含め，新景観政策における高さ規制について，市民や事

業者の方々に分かりやすくお示しできるガイドラインを作成し，周知してまいりま

す。 

 

○ また，平成２３年３月に本市の景観政策の実施状況や評価などを市民にわかりや

すく伝えるものとして「京都市景観白書」を発行しております。当該白書では，特

例許可の事例も掲載しており，今後とも，毎年，白書に掲載したデータ等を更新し

ながら，これらを題材に，市民的議論を行い，実効性ある景観政策を進めてまいり

ます。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・景観形成推進事業 ４，８００千円 

（次ページに続く）



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３６ 

要  望  内  容 回     答 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２３年 ３月 「京都市景観白書」の発行 

       ４月 景観政策の進化の実施 

 平成２４年 ２月 「京都市景観白書データ集～平成２３年度～」の発行 

       ３月 平成２３年度京都市景観市民会議の開催 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３７ 

要  望  内  容 回     答 

 

３７．空き家対策 

  平成２０年住宅・土地統計調査によると，本市の空き家

率は１４．１％を占め，今後益々増加することが予想され

る。その一因となって特に問題なのは接道関係などで再建

築不可となっている物件である。ローンもつかず，建築も

出来ない為，使い道が閉ざされた空家は，危険家屋化して

いる。文化政策など他事業との連携をするなど京都にふさ

わしい総合的な空家対策を促進すること。 

 

 

○ 袋路等の細街路が集中する密集市街地においては，法的制約により再建築等が困

難であるため，家屋の適切な維持管理が行われず，これらが空き家として放置され

ることによって防災上の危険が増大するという状況が見られます。そのため，防災

性を高めながら住宅更新等を誘導する施策を盛り込んだ「歴史都市京都の密集市街

地対策等の取組方針」及び「京都市細街路対策指針」を平成２４年７月に策定した

ところであり，今後とも，それらに基づき対策を推進してまいります。 

 

○ 老朽危険家屋の所有者に対しては，適正な維持管理を行うよう，効果的な指導を 

粘り強く行っております。また，著しく危険で，周囲の安全を確保するために必要

があると認められるときは，建築基準法に基づく家屋の除却等の命令を行うなど，

行政代執行も視野に入れ，安心・安全の確保に全力で取り組んでまいります。 

 

○ 平成２４年度に京都市空き家対策検討委員会を設置し，既に実施中の施策を含

め，他事業との連携を前提に，空き家対策条例をはじめとする「京都にふさわしい

総合的な空き家対策のあり方」を取りまとめるための検討を進めております。平成

２５年度は，検討委員会での検討成果を踏まえ，条例の制定作業を進めてまいりま

す。 

 

○ また，京都市地域連携型空き家流通促進事業において，京都で活動する若手芸術

家を支援することを目的に取り組んでいる若手芸術家等の居住・制作・発表の場づ

くり事業などの他事業と連携し，掘り起こされた空き家の有効活用を図るととも

に，空き家に関する情報提供や相談などを引き続き行ってまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進 

                          ２２，０００千円 

・京都市細街路対策事業（狭あい道路整備事業含む）  １２，６００千円 

（次ページに続く）



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３７ 

要  望  内  容 回     答 

・細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用   ５，０００千円【新規】 

・細街路の特性に応じた対策帳票整備事業（緊急雇用創出事業） 

１，９７６千円 

・行政代執行                   ２０，０００千円 

・空き家対策の推進                 ３，０００千円 

・地域連携型空き家流通促進事業           ５，０００千円 

 ・若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり事業  １９，７００千円 

 

（経過・これまでの取組等）      

 ＜細街路対策に関する取組＞ 

平成２３年度 「歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進検討会議 

」の設置 

平成２４年度 「歴史都市京都の密集市街地対策等の取組方針」及び「細街路対策 

指針」の策定  

「京都市細街路対策事業」の実施 

 

 ＜危険家屋に関する取組＞ 

平成２０年度 「東山区危険建築物対策連絡会議」の設置 

平成２２年度 「京都市建築物安心安全実施計画推進会議 危険建築物対策分科会」 

の設置 

平成２４年度 「中京区防災会議 中京区危険建物等対策部会」の設置 

 

 ＜空き家対策の推進＞ 

平成２４年度 「京都市空き家対策検討委員会」の設置 

 

 ＜地域連携型空き家流通促進事業に関する取組＞ 

 平成２２年度 上京区春日学区，東山区六原学区で事業実施 

 平成２３年度 上記２地区に加え，北区紫野学区，上京区桃薗学区，西京区福西学 

        区の５地区で事業実施 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３７ 

要  望  内  容 回     答 

平成２３年度 「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり事業」として，東山 

区六原学区において，地域連携型空き家流通促進事業で掘り起こさ 

れた２件の空き家を芸術家の住居等に活用 

 平成２４年度 上記５地区に加え，東山区粟田学区，左京区大原学区の７地区で事 

        業を実施 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３８ 

要  望  内  容 回     答 

 

３８．公共建築物の改修計画の策定 

  京都市が設置した建築物および土木は，１９６２年

～８１年の２０年間に大量に供給され，供用開始５０

年という節目の年に着実に近づいている。現行の改修

も追いつかない状況で要改修時期を迎えるのは極めて

財政上危険であり，「橋りょう健全化プログラム」と

同様に，今から改修計画をしっかり策定し順次進めて

いくこと。 

 

 

○ 本市の所有する建築物については，建築後３０年以上を経過したものが，総延床

面積の２分の１強を占めていることから，今後，大規模改修等を必要とする施設が

急増し，多額の費用が必要となることが懸念されています。 

  このため，老朽化の進み具合，また，将来必要となる維持修繕費や施設ニーズの

動向等を見込み，費用対効果の高い維持管理を年次的，計画的に進めていく必要が

あると認識しております。 

 

○ 平成２５年度は，効率的かつ効果的な維持修繕の実施による長寿命化など，市有

建築物の最適な維持管理を推進するため，保有する建築物の性能や維持修繕の経

過，管理運営状況等の情報を一元的に整理・分析したうえで，｢市有建築物最適維

持管理計画(仮称)｣（平成２６年度策定予定）の骨子づくりに着手してまいりま

す。 

 

○ 上記以外の土木施設等についても，アセットマネジメントの導入や長寿命化計画

の策定により，効率的かつ効果的な維持修繕による長寿命化に努めております。 

 

○ 主要な幹線道路については，舗装アセットマネジメントの手法を活用し，平成 

 ２０年度に構築した将来の補修需要をシミュレーションできるシステムを用いて，

地元要望や路線の重要度を勘案しつつ取り組み，ライフサイクルコストの縮減を目

指してまいります。また，道路災害危険箇所については，引き続き，災害防除工事

を実施するとともに，平成２４年度に着手した防災カルテの見直しについても進め

てまいります。 

 

○ 排水機場については，市民の安全と社会経済活動を支える重要な設備ですが，多

くが建設されてから３０年以上経過しており，今後，老朽化に伴う機能低下が想定

され，維持管理費も増大すると見込まれています。そのため，平成２４年度に排水

機場の長寿命化計画の策定を行い，今後は，この計画に基づき適切な維持修繕に努 

 （次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３８ 

要  望  内  容 回     答 

めてまいります。                 

 

○ 公園施設については，施設の安全性確保，長寿命化を図るために，１０年間の維

持管理計画を平成２７年度までに策定する予定であり，国の補助事業により，平成

２１年度から計画策定に向けての取組を進めているところです。 

 

（平成２４年度２月補正予算額） 

・災害防除                    ７５，６００千円 

・公園施設予備調査                １６，０００千円 

 

（平成２５年度予算額） 

・道路維持補修               １，９７２，２９２千円 

・災害防除                   ５１２，９００千円 

・排水機場維持補修               ３６５，７００千円 

 ・市有建築物の最適な維持管理計画策定のための調査  ５，０００千円【新規】 

 

（経過・これまでの取組等） 

【舗装】 

  平成１８年度～ 舗装の損傷度を計測する路面性状調査及び生活道路舗装点検 

  平成２０年度  補修計画や将来の補修需要をシミュレーションできるシステム 

          の構築 

  平成２２年度～ 生活道路での舗装の延命化を図る試験施工   

【災害防除】 

  平成２４年度  緊急輸送道路である一般国道１６２号及び３６７号について 

          防災カルテ更新業務を実施 

【排水機場】 

  平成２４年度  排水機場長寿命化維持管理計画を策定（予定） 

【公園施設】 

 平成２１年度  公園施設（遊具）概略調査（４，３４５基） 

 平成２３年度  公園施設（一部遊具）長寿命化計画策定（４８５基） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３９ 

要  望  内  容 回     答 

 

３９．安心して利用できる公共施設の実現 

  旅客施設や公共施設におけるバリアフリーの整備は

着実に進展をしている。高齢者や障がい者が，安心し

て街に出られるよう，公共施設や駅，道路などの段差

の解消やエスカレーター・エレベーターの設置など，

今後とも更なるバリアフリー化を促進すること。ま

た，重点整備地区でのバリアフリー化の早急な実現に

努力をすること。 

 

 

○ 本市の公共施設については，「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条

例」に基づき，引き続き，バリアフリー化の整備を積極的に進めてまいります。 

 

○ 駅等のバリアフリー化については，平成２３年度に策定した「「歩くまち・京

都」交通バリアフリー全体構想」において，これまで技術的に困難であるとの理由

から，バリアフリー化が見送られていた阪急西院駅，ＪＲ西大路駅等を含む１０地

区を，重点的かつ一体的に整備する重点整備地区として選定しました。 

  平成２４年度は，ＪＲ太秦駅周辺を対象とする太秦地区及び阪急大宮駅周辺を対

象とする大宮地区において移動等円滑化基本構想の策定に向けて取り組んでおり，

平成２５年度は，ＪＲ藤森地区，深草地区及び西院地区において，移動等円滑化基

本構想の策定に向けて取り組んでまいります。 

  また，全体構想においては，平成３２年度を目標年次として，重点整備地区のバ

リアフリー化整備を実施することとしており，引き続き，国，京都府及び交通事業

者との連携・協調の下，着実にバリアフリー化を推進してまいります。 

 

○ 道路については，現在，バリアフリー法に基づき，市内１４地区を重点整備地区

に選定し，駅と駅前広場，その他周辺道路を結ぶ経路等バリアフリー化事業を進め

ています。重点整備地区以外の道路についても，引き続き，「人にやさしいまちづ

くり要綱」に基づき，道路の新設・補修時に可能な限り歩車の分離，凸凹，段差・

勾配の改善などを推進してまいります。 

 

（平成２４年度２月補正予算額） 

 ・重点整備地区における道路のバリアフリー整備事業  ４０，０００千円 

 

（平成２５年度予算額） 

 ＜駅等のバリアフリー化＞ 

 ・駅等のバリアフリー化の推進           ４６，８００千円【充実】 

（次ページに続く）



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３９ 

要  望  内  容 回     答 

＜道路のバリアフリー化＞ 

 ・重点整備地区における道路のバリアフリー整備事業 １２９，９００千円 

 

（経過・これまでの取組等）  

 ＜公共施設のバリアフリー化＞ 

平成２２年度 こころの健康増進センターほか３施設でバリアフリー改修を実施 

平成２３年度 下京区総合庁舎でバリアフリー改修を実施中 

 

 ＜駅等のバリアフリー化＞ 

平成１４年１０月 平成２２年度を目標年次とした「京都市交通バリアフリー全体 

構想」の策定（１４地区の重点整備地区の選定） 

平成１５年度   重点整備地区ごとの基本構想の策定（平成２０年度までに１４ 

地区策定） 

平成２２年度   平成１４年の全体構想で選定した重点整備地区の旅客施設のバ 

リアフリー化が完了 

平成２４年 ３月 平成２３年７月に設置した「京都市交通バリアフリー推進検討 

会議」における検討を基に，平成３２年度を目標年次とした

「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」の策定 

（１０地区の重点整備地区の選定） 

７月 太秦地区及び大宮地区において基本構想の策定に向けて，「バ 

リアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議」を設置 

      １１月～１２月 

「太秦地区バリアフリー移動等円滑化基本構想」（素案）に対 

するパブリックコメントの実施 

１２月 平成２５年度に基本構想を策定する重点整備地区を決定 

 （ＪＲ藤森地区，深草地区，西院地区） 

１２月～平成２５年１月 

「大宮地区バリアフリー移動等円滑化基本構想」（素案）に対 

するパブリックコメントの実施 

（次ページに続く）



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ３９ 

要  望  内  容 回     答 

＜重点整備地区における道路のバリアフリー化＞ 

 平成１９年度 山科地区整備完了 

 平成２０年度 桂地区整備完了 

 平成２１年度 向島地区整備完了 

 平成２２年度 嵯峨嵐山地区整備完了 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４０ 

要  望  内  容 回     答 

 

４０．道路の維持管理費の増額 

  経年劣化が進む市道に対しては毎年維持管理を進め

て頂いているが，道路の劣化に改修が追いついていな

いのが現状である。特にこれからその度合いは増すこ

とが予測できるため，予算を増額すること。 

 

 

○ 道路は，市民生活の重要な基盤であることから，厳しい財政状況においても，安

心・安全の確保の観点から，適切な維持管理に努めており，特に舗装道の補修に重

点的に取り組んでおります。平成２５年度は予算を増額しており，道路維持管理レ

ベルの向上を目指してまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・道路維持補修費 １，９７２，２９２千円 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４１ 

要  望  内  容 回     答 

 

４１．駐輪場整備の促進 

  本市は「自転車総合計画」に基づき，積極的な自転

車政策を展開している。特に不足する駐輪場対策に対

しては，まちかど駐輪場の整備をはじめ着実な成果を

上げている。しかし，まちなかを中心に駐輪場がまだ

まだ不足している。駐輪場未設置駅を中心に積極的な

駐輪場の整備を進めること。 

 

 

○ 放置自転車等の多い地域や駐車ニーズが見込まれる地域においては，平成２２年

３月に策定した「改訂京都市自転車総合計画」に基づき，引き続き積極的に自転車

等駐車場の整備を進めるとともに，民間自転車等駐車場の整備費用の一部を助成す

る「京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度」を運用し，民間事業者の自転車等

駐車場整備の促進を図ってまいります。 

 

○ 民間事業者公募による路上駐輪場については，これまで３箇所において供用を開

始しており，平成２５年３月には烏丸今出川交差点付近での供用開始を予定してお

ります。今後も，検討可能な箇所において，整備に取り組んでまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度  ２８，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２１年度 京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度の運用開始 

        改訂京都市自転車総合計画の策定 

        助成実績：１０件（自転車４６３台 バイク１９４台分） 

             （今出川駅，鞍馬口駅，都心部など） 

 平成２２年度 助成実績： ６件（自転車３１７台 バイク１８９台分） 

             （桂駅，都心部など） 

 平成２３年度 助成実績：１１件（自転車５７７台 バイク１２８台分） 

             （丸太町駅，清水五条駅，伏見桃山駅，都心部など） 

平成２４年度 助成実績：１０件（自転車３３１台，バイク３１０台分）（予定） 

             （大宮駅，阪急嵐山駅，都心部など） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４２ 

要  望  内  容 回     答 

 

４２．南部及び創造エリアにおける建築基準の緩和 

  南部地域の開発は，人口増加都市を目指す京都にと

って起爆剤となる戦略上重要な課題である。その為の

環境整備として，創造エリア（山科，西京，南，伏

見）の建築基準（建ぺい・容積率）の緩和を含む，更

なる規制緩和を実施し，人口流入や企業活動のきっか

けとなる環境を整備すること。 

 

 

○ らくなん進都をはじめとする，ものづくり産業の重要な基盤となる工業の集積地

や研究開発の拠点については，平成２４年２月に策定した新たな都市計画マスター

プランにおいても「ものづくり拠点」と位置付けています。このような拠点地域に

おいては，必要に応じて，都市計画手法等を活用した支援を行い，国際競争力を高

める環境整備やものづくり都市を支える活力ある工業地の形成，企業立地を推進し

てまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４３ 

要  望  内  容 回     答 

 

４３．南部開発・高度集積地区の再開発（企業誘致） 

  南部開発・高度集積地区の再開発については，産学

官が連携をした技術の橋渡し拠点の整備を進めるなど

一定の成果を上げている。引き続き，企業誘致に向け

た総合的な施策の推進をより一層に推進すること。ま

た，誘致用地の確保については，土地所有者への奨励

金制度の創設などの進展があるが，更なる誘致用地の

確保に向けて，生産緑地の指定地区の見直しなど，農

業委員会，都市計画局，産業観光局が一体となった取

り組みを進めること。 

 

 

○ 本市，京都大学，財団法人京都高度技術研究所が連携し，「京都市新価値創造ビ

ジョン」に掲げている産学公による研究開発拠点として，最先端の大学の研究成果

を事業化につなげる技術の橋渡し拠点（「高機能性化学研究開発拠点」（仮称））

をらくなん進都内（伏見区治部町）に整備（平成２５年１１月開所予定）すること

で，市南部地域の魅力を高め，ものづくり企業の誘致，集積を図ってまいります。 

 

○ らくなん進都（高度集積地区）への企業立地については，企業立地促進制度や地

区計画をはじめとする都市計画手法等の活用による事業環境の整備を行うととも

に，平成２４年度から都市計画や建築等のハード部門と産業振興のソフト部門が一

体となった企業立地総合支援窓口を開設するなど体制の強化を図ることで，更なる

促進に取り組んでいるところです。 

  平成２５年度は，企業立地促進助成制度補助金の助成対象地域の拡大や助成期間

の延長などの充実を図り，本社，工場，研究所，開発拠点の新規立地や事業の拡大

をより一層支援してまいります。 

 

○ 土地所有者に対しては，訪問等を通じた今後の土地活用ニーズの把握や平成２４

年度から拡充した企業立地促進のための土地所有者支援事業等を活用し，更なる土

地利用転換を図ってまいります。 

 

○ らくなん進都における生産緑地は，緑のオープンスペース，防災避難空間等の機

能が期待されているとともに，街路樹や河川空間と併せて，連続性のある緑の空間

を形成することにより，ヒートアイランドの緩和やより魅力的な市街地環境の形成

を図るうえで大きな効果が見込まれています。 

  今後とも，魅力的な市街地環境の形成を図りつつ，ものづくり企業の誘致・集積

を図るなど，らくなん進都のまちづくりの方針に合った土地利用となるよう取り組

んでまいります。 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４３ 

要  望  内  容 回     答 

（平成２５年度予算額） 

 ・らくなん進都のまちづくりの推進    ６，３９０千円 

  ※ 「らくなん進都のまちづくりの推進」のうち，土地所有者支援制度について 

   は，上記予算額とは別に，債務負担行為を設定 

 ・企業立地促進助成制度補助金          １７７，９６０千円【充実】 

 ・技術の橋渡し拠点（「高機能性化学研究開発拠点」（仮称））の整備・運営 

                         ６２２，０００千円 

                      

（経過・これまでの取組等） 

平成１４年４月 「企業立地促進助成制度」の創設 （らくなん進都内に２１件指 

定（全市７４件）（平成２４年１２月末現在）） 

 平成２０年７月 「新・京都市企業誘致推進指針」の策定 

 平成２１年３月 「企業立地促進のための土地所有者奨励金」の創設 

５月 「らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラム」の 

策定 

平成２３年７月 経済産業省の補助金に，技術の橋渡し拠点（「高機能性化学研究 

開発拠点」（仮称））の整備（申請主体：財団法人京都高度技術 

研究所）が採択 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４４ 

要  望  内  容 回     答 

 

４４．有害鳥獣被害防止対策の強化 

  山間部地域など，特に鳥獣被害が深刻な地域は，農

作物への被害に止まらず，山林の老廃及びそれに伴う

豪雨時の土砂流出被害，更には家屋の損壊や人的被害

にまで及んでいる。各地域の被害状況に応じ，引き続

き総合的な有害鳥獣被害防止対策に努めること。 

 

 

○ 有害鳥獣による市民生活への被害防止対策としては，住民，関係団体，京都府等

との連携の下，「野生鳥獣による生活環境被害防止に係る自主防除活動事業補助

金」により地域ぐるみでの追払い等の活動を支援するなど，野生鳥獣による被害の

軽減に努めております。 

 

○ 有害鳥獣による農林作物への被害対策については，防除柵の設置助成などによる

防除対策と猟友会等の協力による捕獲対策等を実施しております。 

  平成２４年度からは，「地域獣害対策支援事業」の実施や，国の「鳥獣被害防止

総合対策交付金」の活用により，農家による地域ぐるみの自主的な防除・捕獲対策

の支援を推進しております。 

 

○ 引き続き，「京都市野生鳥獣被害対策会議」において関係局・区が相互に連絡調

整し，総合的な有害鳥獣被害防止対策を推進してまいります。 

   

○ 特に市民生活や農林作物に被害を及ぼすサルについては，生息数や群れの行動パ

ターンを把握し，人里から離れた生息地域への誘導と効果的な捕獲を図ることが必

要であり，京都府特定鳥獣保護管理計画に基づき，地域の被害状況に応じた追払い

や捕獲に努めてまいります。 

 

○ なお，外来生物のアライグマについては，平成１９年度から捕獲に取り組んでお

り，平成２３年１月からは，「アライグマ防除対策事業」として，専門機関との連

携の下，集中捕獲や生息状況調査に取り組んでいるところであり，今後も市域から

の根絶を目指した取組を継続してまいります。 

 

 

 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４４ 

要  望  内  容 回     答 

（平成２５年度予算額） 

 ＜市民生活被害対策＞ 

・野生鳥獣による生活環境被害防止対策及び自主防除組織支援対策 

 ５，７０３千円 

 ＜農林業被害対策＞ 

・有害鳥獣被害防止対策事業 ８，０００千円 

・有害鳥獣捕獲事業 ２０，４１５千円 

・有害鳥獣等許可業務      ４，２０６千円 

・地域獣害対策支援事業         ５，４００千円 

・総合獣害対策モデル事業（緊急雇用創出事業） ８２，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１８年度～  「サルによる生活環境被害防止に係る自主防除活動事業補助 

          金」開始 

 平成２４年度は，山科区１チーム，左京区２チーム，西京区 

 （洛西）１チームに補助 

 平成１９年度～  外来生物法に基づく防除実施計画を策定し，アライグマの捕 

          獲開始 

 平成２３年 １月 「アライグマ防除対策事業」開始 

       ３月 「京都市野生鳥獣被害対策会議」設置 

     １０月 「京都市鳥獣被害防止計画」の策定 

平成２４年 ４月 「京都市農林作物鳥獣被害対策協議会」の設置 

 

【京都市農林作物鳥獣被害対策協議会】 

 ＜目的＞ 

野生鳥獣による被害防止対策の充実・強化を図るとともに，関係機関の連携の

下，総合的かつ効果的な被害防止体制を確立し，農林水産物に係る被害の軽減・

防止等に資することを目的とする。 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４４ 

要  望  内  容 回     答 

＜構成団体＞ 

京都市農業協同組合，京都中央農業協同組合，京都農業協同組合京北支店，京

都市森林組合，京北森林組合，上桂川漁業協同組合，京都府京都林務事務所，京

都府京都乙訓農業改良普及センター，京都市有害鳥獣対策協議会，京都市 

 

【有害鳥獣被害防止対策事業実績（電気柵，金属柵，ネット柵等）】 

・平成２２年度                ６，２６５ｍ 

・平成２３年度               １２，４０２ｍ 

・平成２４年度（平成２４年１２月１日現在） １３，７２４ｍ 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４５ 

要  望  内  容 回     答 

 

４５．公衆トイレの整備 

 公衆トイレの整備は観光，市民生活両面において重

要な役割を果たしている。広告やショールームとして

の利用など民間の力を活用することも視野に入れなが

ら，着実に公衆トイレ整備計画を進めていくこと。 

 

 

○ 公衆トイレの整備については，観光客の需要や地元住民の要望が多いと思われる

地域を中心に，観光トイレ制度の活用と併せて進めてきたところです。今後も引き

続き，平成２４年度に一部の公衆トイレを対象に行った利用状況調査の結果なども

踏まえて，検討を進めてまいります。 

  また，民間活力導入の一策として，平成２５年度からの公衆トイレにおけるネー

ミングライツ事業の実施に向けて検討を行っております。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・公衆トイレ整備 １７，５４０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 ・新設 きよみず快適トイレ（平成１９年１月），大原野（平成２０年３月） 

     ＪＲ嵯峨嵐山駅前（平成２１年１１月） 

 ・廃止 ＪＲ二条駅前快適トイレ（平成２１年４月） 

     阪急嵐山駅前快適トイレ（平成２４年５月） 

 ・変更 きよみず快適トイレ（平成２４年度内に一般公衆トイレへ改修予定） 

  

 

  

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４６ 

要  望  内  容 回     答 

 

４６．防災対策の強化 

  東日本大震災の教訓を踏まえ，市民の安全・安心を

確保するため，公営施設や緊急輸送道路の耐震化，燃

料確保，備蓄物資の見直し等の多岐に渡る防災計画の

見直しが実施されているが，次年度においても，防災

対策の強化に向け，全庁的に取り組むこと。 

 

 

○ 防災対策総点検委員会の最終報告書を踏まえ，全庁を挙げスピード感を持って防 

災対策の強化に取り組んでいます。 

  平成２５年度は，避難所指定施設等の耐震補強，民間社会福祉施設の耐震診断へ

の助成，備蓄物資の見直し，さらには観光客等帰宅困難者対策など防災対策の強化

に向け，全庁的な取組を一層進めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額）  

 ・観光客等帰宅困難者対策     １４，０００千円 

 ・災害用備蓄物資（毛布，水）等  ３０，３００千円【新規】 

 ・避難所用備蓄物資等       ６９，９７５千円 

 ・避難所指定施設等の耐震補強   ３２，８００千円 

 ・民間社会福祉施設の耐震診断助成 ３８，８００千円 

  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４７ 

要  望  内  容 回     答 

 

４７．消防団器具庫の耐震化 

  耐震化されていない器具庫が相当数存在する。器具

庫には災害に備えた数多くの装備が配置されている

が，それを守る器具庫が震災時に倒壊していては意味

がない。器具庫の耐震化は助成金の拡張等の取り組み

がすでに実施されているが，長期貸付金制度の新設等

の更なる助成制度の拡張に取り組むこと。 

 

 

○ 消防団施設の耐震化については，消防団施設の補助金制度を優先的に活用し，耐

震改修の促進を図っているところです。今後も引き続き，消防団施設を長年にわた

り維持されてきた消防団や自治会等の方々に耐震改修の必要性と補助制度を周知

し，耐震改修が積極的かつ計画的に進められるよう努めるとともに，耐震化促進に

ついて研究してまいります。  

 

（平成２５年度予算額） 

 ・消防団施設新築等補助金 ２５，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１３年度～平成１７年度 

         消防団施設の耐震診断を実施。診断の結果，耐震改修が必要な施

設は，５６施設。 

 平成１８年度  消防団施設の補助制度を改正し，耐震診断の結果，改修が必要と

された消防団施設の修繕に対する補助を充実（補助上限額１３０

万円→３５０万円，補助率３分の２→５分の４） 

 平成１８年度～ 耐震改修が必要な５６施設のうち，２９施設への耐震改修を実施

（平成２４年１１月末現在） 

  



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４８ 

要  望  内  容 回     答 

 

■教育 

４８．いじめ問題への対応強化 

  本市では，学校のいじめ問題における対応として

“いじめはどの学校でも起こりうる”という観点のも

と，学校長を含むすべての教員，児童生徒，その保護

者，そして地域とも連携を図りながら様々な対策がな

されている。しかし，いじめ問題が一つの社会問題と

なっている昨今，改めていじめ対応の更なる強化を図

る必要がある。そのため，いじめ対応マニュアル「実

践知」の不足部分の追加を含む見直し，いじめに特化

したアンケートの作成などを早急に作成すること。 

 

 

 

○ 「生徒指導部長の実践知」については，今後とも，必要に応じて見直しを進める

とともに，教員研修の充実を図り，いじめなどの問題行動への対応に関する教員の

力量の向上に努めてまいります。 

 

○ 全児童生徒を対象としたいじめに関するアンケートについては，いじめに特化し

た内容とすることや回数を増やすことなど，いじめの早期発見に向け，取り組んで

まいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・京都市子どもの規範意識を育むプロジェクトチーム ４５１千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２２年１２月 「子どもの規範意識を育むプロジェクトチーム」設置 

平成２３年 ８月 「京都市中学校生徒会議」の開催 

平成２４年 ８月 「京都市中学校生徒会サミット」の開催 

 

 

 

 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４９ 

要  望  内  容 回     答 

 

４９．京都市・乙訓地域の公立高等学校の教育制度改革

の周知 

  京都市・乙訓地域の公立高等学校の教育制度改革に

伴い，通学圏の変更，類・類型制の見直し，選抜方法

の変更等がなされることとなる。京都市は，導入時期

が明確になった時点で，教育制度改革の内容の周知に

向け，混乱が生じないよう説明責任を果たすこと。 

 

 

 

○ 平成２４年８月の「京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会」から

の「まとめ」を踏まえ，「新たな教育制度（案）」を京都府教育委員会と共に１１

月に策定し，市民・府民からの意見募集や説明会を通じて多くの御意見を頂いたと

ころです。概ね賛成あるいは新制度への期待を頂く中で，新制度の具体的な選抜方

法や実施時期を早く明らかにして欲しいという意見や生徒・保護者への丁寧な周

知・説明を望まれる意見が多く見られました。 

 

○ こうした御意見を踏まえ，平成２５年１月には，府・市両教育委員会において新

しい教育制度を決定したところであり，今後，新制度の内容をまとめたリーフレッ

トの発行や生徒・保護者説明会の開催など，学校現場，生徒，保護者等への丁寧な

周知に努めてまいります。 

また，現在，各高校においては，進路実績や部活動に留まらず，校風や地域性な

ど様々な独自の要素を生かした特色化・魅力づくりに取り組んでおり，今後とも生

徒・保護者の多様なニーズ・期待に応えるよう更なる特色づくりを推進してまいり

ます。 

 

（平成２５年度予算額） 

・市立高校かがやきプラン ５５，０００千円【新規】 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２３年 ６月 「京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会」設置 

平成２４年 ８月 「まとめ」が提出 

１１月 「新制度（案）」に対する市民意見募集  

平成２５年 １月 「新制度（案）」を府・市両教育委員会にて議決 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５０ 

要  望  内  容 回     答 

 

５０．土曜学習の実施に向けて 

  ゆとり教育のもとで，授業数の削減と共に土曜学習

も廃止されたが，再度ゆとり教育が引き締められるな

かで，児童生徒の負担は増している。本市でも土曜学

習が行われているが他の自治体のそれとは異なり，学

習指導要領に規定された授業ではない。そのため授業

時間を補完できるものとなっていない。三学期制の統

一的復活と共に授業時間の補完的役割を担う土曜学習

を行うこと。 

 

 

○ 本市では，学期の区分や長期休業期間の弾力化などにより，全国トップレベルの

年間２０５日以上の授業日数を確保し，これまでから国の定める標準を大幅に上回

る授業時数を確保しており，土曜日に授業時間を補完することなく，新学習指導要

領に基づく教育課程を円滑に実施しております。 

なお，各校において創意工夫を生かした教育活動を展開し，児童・生徒の学習指

導・評価等を適切に行うとともに，その結果を適宜，児童・生徒・保護者と共有・

活用する観点から，各校で学期を区分しないことも選択可能としております。 

 

○ また，平成２０年度から，学校週５日制の趣旨を踏まえ，子どもたちの学習機会

の充実や，家庭学習・自学自習の習慣の育成を目指し，学校運営協議会や保護者，

地域や学生のボランティア等の参画の下，土・日・祝日など学校休業日を活用し実

施している「土曜学習」については，平成２３年度からは全小・中学校で行い，

個々の児童・生徒の学習課題に焦点化した柔軟な指導等を実施しており，他都市で

行われている土曜授業と同等以上の効果を挙げております。 

 

○ 今後とも，他都市の動向も踏まえ，土曜学習の取組をはじめとする教育活動の充

実に努めてまいります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・土曜学習の実施 ８３，１８２千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２０年度  小学校７２校，中学校２６校で土曜学習を実施 

平成２１年度  小学校全校，中学校６０校で土曜学習を実施 

平成２２年度  小学校全校，中学校６８校で土曜学習を実施 

平成２３年度～ 小・中学校全校で土曜学習を実施（不登校生徒の学習支援を目的

とする洛風中・洛友中は除く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５１ 

要  望  内  容 回     答 

 

５１．小学校三学期制の統一的復活の検討 

  京都市では，学期の区分について平成２３年度より

各校の裁量に応じて学期の区分を選択できる仕組みと

なっている。しかし，二学期制は定期考査の回数も少

なく，考査ごとの期間も空くため，学力の低下につな

がるとの見方も少なくない。二学期制導入自治体でも

廃止が相次いでいる。そのため，小学校三学期制の統

一的な復活をすること。 

 

 

〇 学期の区分については，新学習指導要領の趣旨・内容及び児童・生徒や地域，学

校等の実態を踏まえて，各校において創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開

し，児童・生徒の学習指導・学習評価等の期間を週時間数の多少によって適切に行

えるようにし，その結果を適宜，児童・生徒・保護者と共有・活用する観点から，

平成２３年度から各校において学期の区分を選択しないことも可能としておりま

す。 

 

○ そのうえで，各学校においては，学期の区分等に捉われず，教科等の必要に応じ

て試験回数や保護者懇談の回数を増やすなど，子どもたちの学力の定着・向上に努

めております。 

 

〇 なお，本市では，児童・生徒に確かな学力を保障するため，全ての小・中学校に

おいて全国トップレベルの２０５日以上の授業日数を確保し，京都市立学校教育課

程指導計画（京都市スタンダード）に基づいた指導と評価を行っております。 

 

○ また，独自に開発し，他都市に例を見ない自学自習を支援する小学校の「プレジ

ョイントプログラム」や「ジョイントプログラム」，中学校の「学習確認プログラ

ム」を実施して，学力向上に努めております。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１４年度以前 三学期制 

 平成１５年度   学校長の判断で二学期制を導入できることとする。 

平成１８年度   全小・中学校で二学期制 

平成２３年度   学期の区分を二学期としつつも，校長は学校運営上必要がある 

ときは，教育委員会と協議のうえ，学期を区分しないことがで 

きることとする。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５２ 

要  望  内  容 回     答 

 

■被災地支援 

５２．被災地支援の強化に向けて 

  東日本大震災の復興支援は，現在も派遣中職員が現

場での支援活動がなされており大変心強い。また，京

都市在住の被災者対策についても，引き続き市営住宅

等の提供，雇用対策など，新たな生活に踏み出すため

の後押しに努めること。 

 

 

  

 

○ 被災地支援については，発災直後から，緊急消防援助隊や医療チームを被災地に

派遣するとともに，救援物資搬送や給水車の派遣をするなど，積極的な支援を行っ

てまいりました。 

  今後も，被災地からの要請に基づき，中長期的な職員の派遣などの支援を継続的

に行ってまいります。 

  また，東日本大震災等により本市に避難して来られた被災者（自主避難者含む）

に対しては，生活，福祉，検診，雇用等に関するきめ細かな情報提供や相談対応等

を実施しております。 

 

○ 市営住宅等の提供については，応急的措置として，入居から３年間無償で行って

おります。 

無償での入居期間終了後については，今回の大震災で住宅を失われた方に加え，

市営住宅条例の改正により，福島原子力発電所事故に伴う避難指示区域に居住され

ていた方にも，引き続き市営住宅に正式に入居していただける措置を講じたところ

です。 

今後，入居中の被災者の全世帯を戸別に訪問し，生活の状況をしっかりと把握し

たうえで，市営住宅への入居の手続きを進めるとともに，民間住宅の入居を希望さ

れる方については，これまでから善意で御協力いただいている地元の不動産事業者

を通じて，民間の賃貸住宅を紹介してまいります。 

 

○ 雇用対策については，国の交付金を活用した緊急雇用創出事業において，震災等

緊急雇用対応分野を中心に，東日本大震災の被災者を対象とした求人募集に努める

とともに，本市に避難して来られた被災者に対して，毎月，当該事業の求人募集情

報を提供しております。 

 

 

（次ページに続く） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５２ 

要  望  内  容 回     答 

○ また，京都へ避難して来られた被災者に対して，仕事と生活に係る相談，情報提

供を行うため，京都府，京都労働局，経済・労働団体等と連携して，平成２３年３

月３１日に，「東日本大震災関連就職支援等特別窓口」を京都ジョブパークに開設

し，就労から生活に至るまで，きめ細やかな支援を実施しております。 

 

○ 今後とも，被災地の復興状況や国の動向を注視しながら，可能な支援を講じてま

いります。 

 

（平成２５年度予算額） 

 ・避難者への情報提供事業        ７５２千円 

・被災者向け住宅情報センター運営 ２６，５００千円 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５３ 

要  望  内  容 回     答 

 

■交通 

５３．地下鉄５万人増計画達成に向けた取り組み 

  交通局はコトチカ事業など積極的な施策に取り組

み，着実な成果を挙げている。しかしながら，地下鉄

５万人増計画は，計画後半時において大幅な増客を想

定しているため，引き続き大胆な施策に取り組むこ

と。 

 

 

○ 副市長をトップに全局区長等で構成する「京都市地下鉄５万人増客推進本部」の

下，市民生活の向上や活力あるまちづくりにつながる地下鉄事業の充実と利用促進

に向け，全庁体制で取り組んでいます。 

 

○ 増客目標の達成のためには，駅空間の魅力をアップさせるコトチカの充実など徹

底したお客様目線に立った利便性の向上，山ノ内浄水場や東部クリーンセンターの跡地

活用，岡崎地域，三条京阪の活性化など沿線地域での民間活力を活かした賑わいあるま

ちづくりの推進，オール京都の取組による公共交通優先の「歩くまち・京都」の推進が

重要であり，こうした取組を一つ一つ積み重ね，市民の積極的な協力も得ながら，

地下鉄５万人の増客目標の達成に向け，強い決意で取り組んでまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５４ 

要  望  内  容 回     答 

 

５４．更なる地下鉄の業務圧縮を 

  地下鉄も経営改革を着々と進めていることは率直に

評価したいが，地下鉄財政は依然として厳しい中で，

更なる義務的経費の圧縮が求められる。電車の無人運

転化の検討や駅ごとの職員配置計画の見直しなど，更

なる人件費圧縮に取り組むこと。 

 

 

○ 地下鉄の無人運転の実施は，安全を確保するための車両及び施設の大規模な改修

が必要であることから困難です。 

  駅ごとの職員配置については，これまでから点検，見直しを行い，旅客数や駅の

特性に応じた必要最小限の人員配置としております。引き続き，安全面や旅客サー

ビス等を考慮しつつ，業務の効率化等を推進し，人件費抑制に努めてまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５５ 

要  望  内  容 回     答 

 

■水道 

５５．水道の開閉栓業務の廃止 

  本市は水道の開閉栓業務は無断使用の防止を主な目

的として実施している。しかし，東京都や神戸市では

水道の開閉栓業務を実施していない。２ヶ月に１回の

水道メータの検針で無断使用のチェックが出来るため

である。本市も水道の開閉栓業務の廃止を検討するこ

と。 

 

 

 

○ 水道の開閉栓業務については，水道の元栓を締める際にキャップを取り付けるこ

とにより，無届使用を防止するとともに，使用者の開始指示数及び使用実績を明確

にすることでトラブル防止と料金徴収の公正性及び公平性を確保するために必要な

作業であると考えております。 

 

○ 開閉栓業務の執行体制については，次期経営計画の中で見直しを図ることとして

おり，水道使用開始時及び休止時の現地におけるバルブ開閉作業については順次委

託化を図り，効率的に業務を執行していくこととしております。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５６ 

要  望  内  容 回     答 

 

５６．水道料金の徴収業務にかかるコスト削減 

  水道事業は，今後さらに水道使用量が減っていく状

況の中で，老朽化した鉛製配水管の取り替え等インフ

ラ整備を進めながら安定的なサービスの提供を維持が

求められている。そのうえで，徴収業務の委託拡大な

ど，現在水道料金の徴収業務にかかっているコスト削

減に取り組むこと。 

 

 

○ 料金未納者に対する徴収業務については，上下水道料金の負担の公平性を図り，

収入を確実に確保するために，厳正かつきめ細やかな対応をしながら業務を執行す

ることで，徴収率は件数で９９．７％，金額で９９．８％と大都市の中でも高い徴

収率を達成しております。 

 

○ 現状の徴収業務については，料金徴収の効果が高い訪問督促業務を委託し，更に

面談できない場合には委託単価を減額してインセンティブを働かせるなど，常に業

務の効率化とコスト削減を図っております。今後も引き続き，上下水道料金の負担

の公平性を図りながら，コスト削減を実施するよう検討を行ってまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５７ 

要  望  内  容 回     答 

 

５７．老朽管の早期更新にむけて 

  西京区での大規模な事故が象徴するように，京都市

の水道管老朽化は深刻な状況にある。市民の安心な暮

らしを直接的に脅かす深刻な課題であることから，早

急に更新作業を進めること。 

 

 

○ 「京（みやこ）の水ビジョン」に基づき，昭和３０年代後半から４０年代中頃ま

でに布設された初期ダクタイル鋳鉄管の布設替えを計画的に実施しております。老

朽化した配水管の更新については，次期経営計画において重点項目に位置付け，大

幅なスピードアップを図ります。本計画に基づき，配水管の更新率を現行の 

 ０．５％から段階的に引き上げ，平成２９年度には１．２％まで，更にその後には

１．５％以上を目指します。 

 

○ なお，洛西地域における酸性土壌による水道管腐食が予想される一帯において

は，平成２５年度末の完成を目指して，引き続き，老朽管の布設替えを実施してま

いります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・上水道施設整備事業 １１，０００，０００千円【充実】 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２０年２月 「上水道施設整備事業計画（平成２０年度～平成２４年度）」の

策定 

平成２１年   水道事業に係る「老朽管更新事業」国庫補助金交付決定 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５８ 

要  望  内  容 回     答 

 

■地域要望 

５８．高瀬川周辺の環境整備 

  高瀬川の維持管理・整備を進めると共に，地域の要

望をしっかりと取り入れた形で，電柱地中化も含めた

計画を策定，実施すること。 

 

 

○ 高瀬川の再生に向けては，平成２３年度に，一之船入付近から四条通までの詳細

設計を行い，平成２４年度は一之船入付近から御池通までの改修工事を実施してお

ります。平成２５年度は，御池通から三条通までの改修工事を予定しております。 

 

○ 改修工事と併せて，観光振興，景観の視点から，歩道の破損箇所の補修や周辺付

属物の更新等を実施しております。また，毎年，除草，浚渫を行うとともに，四条

～五条間においては，歴史ある護岸の保全のため，根固め工（川を流れる水により

川底や堤防が削られることを防ぐ工事）を実施してまいります。 

 

○ なお，応急的な水枯れ対策としては，水源を管理する京都府とも連携しながら，

取水口等の清掃など，水量の確保に取り組んでまいります。 

 

○ 高瀬川周辺の無電柱化については，現在着手候補路線に入っておらず，他に整備

を優先すべき無電柱化候補路線が数多くあることから，その整備は長期の検討課題

であると考えております。 

 

（平成２５年度予算額） 

・高瀬川再生プロジェクト（御池通～三条通） ７６，１００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２２年度 漏水対策調査実施 

平成２３年度 詳細設計（一之船入付近～四条通） 

平成２４年度 改修工事（一之船入付近～御池通） 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５９ 

要  望  内  容 回     答 

 

５９．二条城周辺の歩道環境の整備 

二条城周囲の歩道はウォーキングやランニングの場と

しても機能している。このような役割を考慮し，曲り

角の安全対策を進めると共に，景観に配慮した照明の

設置をすること。 

 

 

○ 二条城は，世界文化遺産であり，歴史遺産型美観地区にも指定されている地域で

あることから，歩道改築やカーブミラー，照明灯の設置については，文化庁など関

係機関と協議を進めてまいります。 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６０ 

要  望  内  容 回     答 

 

６０．御前通八条下ルのＪＲ高架下の通行環境の整備  

御前通八条下ルのＪＲ高架下の通路が狭く，歩行者あ

るいは自転車の移動に危険を来たしている。歩行者や

交通弱者が安心して通行できる環境を整備すること。

特に，構内が暗いため，通行に不安がともなう。街灯

の増設等で明るく，安心して通行できる環境を整備す

ること。 

 

○ 御前通八条下ルのＪＲの高架下の拡幅整備については，鉄道施設の改良が必要と

なり，多額の費用を要することから，本市の厳しい財政状況の下では，早期の事業

化を図ることは困難な状況ですが，歩行者の安全対策として，順次，照明灯の更新

を行うなど，引き続き，安心して通行できる環境を整備してまいります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

・照明灯の更新 

  平成２１年度  ６灯 

  平成２２年度  ８灯 

  平成２３年度 １３灯 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６１ 

要  望  内  容 回     答 

 

６１．ＪＲ西大路駅のバリアフリー 

  ＪＲ西大路駅は１日乗降客数が約３万人と，京都市

内のＪＲの駅の中で，京都駅，山科駅についで乗降客

数の多い駅である。しかしながら，バリアフリー化が

進んでいない。また，構内もせまく車椅子等の移動に

困難を来たしている。早急にバリアフリー化を進める

こと。 

 

 

○ 平成２３年度に策定した「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」にお

いて，これまで技術的に困難であるとの理由から，バリアフリー化が見送られてい

たＪＲ西大路駅を含む１０地区を，重点的かつ一体的に整備する重点整備地区とし

て選定し，順次，「移動等円滑化基本構想」の策定に取り組んでおります。 

 

○ ＪＲ西大路駅のバリアフリー化については，大阪方面行きホームの上部を運行し

ている東海道新幹線の安全運行に支障を及ぼさないよう整備を行うため，交通事業

者が技術的な検討，調査，協議等を行っているところです。多くの乗降客が利用さ

れる駅であり，早期にバリアフリー化を実施するよう交通事業者に働き掛けてまい

ります。 

 

（平成２５年度予算額） 

・駅等のバリアフリー化の推進 ４６，８００千円【充実】 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１４年１０月 平成２２年度を目標年次とした「京都市交通バリアフリー全体 

構想」の策定（１４地区の重点整備地区の選定） 

平成１５年度   重点整備地区ごとの基本構想の策定（平成２０年度までに１４ 

地区策定） 

平成２２年度   平成１４年の全体構想で選定した重点整備地区の旅客施設のバ 

リアフリー化が完了  

平成２４年 ３月 平成２３年７月に設置した「京都市交通バリアフリー推進検討 

会議」における検討を基に，平成３２年度を目標年次とした 

「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」の策定（Ｊ 

Ｒ西大路駅を含む１０地区の重点整備地区の選定） 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６２ 

要  望  内  容 回     答 

 

６２．左京区役所の交通アクセスの向上 

  左京区役所の移転に伴い，区役所来庁者の交通アク

セスの不便さを解消するべく，市バス新路線の設置を

検討されたい。ないしは，松ヶ崎駅と高木町バス停を

循環するシャトルバスの設置をすること。 

 

 

○ 左京区総合庁舎へのアクセスについては，平成２３年３月に実施したダイヤ改正

において，旧庁舎のあった吉田地区からはもとより，岩倉・上高野方面からのアク

セスについても考慮して，可能な限り公共交通を利用して来庁できるよう市バス 

６５号系統の経路を，「左京区総合庁舎前」を通る経路に変更するとともに，京都

バスとも連携し，来庁される皆様の利便性確保に努めてまいりました。 

  また，更なる市バスの利便性向上の観点から，関係局区が協議を重ねた結果，平

成２５年３月に予定するダイヤ改正において，現在，北行のみ「左京区総合庁舎

前」へ運行している４号系統の一部を，南行でも運行することとし，更なるアクセ

スの充実を図ってまいります。 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６３ 

要  望  内  容 回     答 

 

６３．左京地域体育館の早期着工 

 左京地域体育館建設については次年度基本設計が予定

されているが，未だに予定地にある自転車の保管場所の

移転が決まっていない。予定通り着工できるように取り

組みを進めること。 

 

 

 

○ 左京区における新体育館の整備については，平成２５年度において，宝が池公園

球技場南側の遊休地における宝が池公園体育館（仮称）の整備に向け，候補地の状

況調査，施設の基本概念・基本図面の作成，各種法規制への対応等の基本調査を実

施します。  

  また，当該候補地は現在，放置自転車の保管所（宝が池保管所）として使用して

おり，この保管所の移転先の確保や整備財源の確保等様々な課題がありますが，引

き続き，今後の整備に向けた取組を進めてまいります。 
  

（平成２５年度予算額） 

 ・宝が池公園体育館（仮称）整備に係る基本調査 ５，０００千円【新規】 

 


